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当社の組織や事業運営の基本となる規則

等を記載しています。 

※２０２４年４月現在の内容を記載しており、変更の可能性があります。 

変更後の内容につきましては、当社ホームページ（https://www.nissay.co.jp）

でご覧いただけます。また、ホームページを閲覧できる環境にない場合は、ニッセ

イトータルパートナー、最寄りのお客様窓口またはニッセイコールセンターに連絡

ください。 

定 款 
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 規程－4

定   款 

（昭和２２年５月２日制定）  

（令和４年７月５日改正）  

 

第１章 総  則 

第１条（名称） 

当会社は、日本生命保険相互会社という。 

英文では、ＮＩＰＰＯＮ ＬＩＦＥ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ 

ＣＯＭＰＡＮＹと表示する。 

第２条（目的） 

当会社は、次に掲げる業務を行うことを目的とする。 

一 生命保険業 

二 他の保険会社（外国保険業者を含む。）その他金融業

を行う者の業務の代理または事務の代行、債務の保

証その他の前号の業務に付随する業務 

三 国債、地方債または政府保証債の売買、地方債また

は社債その他の債券の募集または管理の受託その他

の保険業法により行うことのできる業務、および保

険業法以外の法律により生命保険会社が行うことの

できる業務 

四 その他前各号に掲げる業務に付帯または関連する事

項 

第３条（事務所の所在地） 

１ 当会社は、本店を大阪市に置く。 

２ 当会社は、必要の地に従たる事務所を置くことができ  

る。 

第４条（機関） 

１ 当会社は、社員総会に代わるべき機関として総代会を    

置く。 

２ 当会社は、取締役および取締役会のほか、次の機関を置

く。 

   一 監査等委員会 

   二 会計監査人 

第５条（公告方法） 

当会社の公告は、電子公告により行う。但し、電子公告に

よることができない事故その他やむを得ない事由が生じた

ときは、日本経済新聞に掲載して行う。 

 

第２章 社  員 

第６条（社員の範囲） 

１ 当会社と保険契約を締結した者は、剰余金の分配のない

保険契約を除き、すべて社員となる。 

２ 剰余金の分配のない保険契約に係る保険料の総額は、全

保険契約に係る保険料の総額の１００分の２０をこえな

いものとする。但し、その計算方法は、保険業法施行規

則第３３条第３項に従うものとする。 

第７条（社員の責任） 

社員は、保険契約によりすでに払い込んだ保険料をこえて

責任を負わない。 

第８条（社員の権利義務の承継） 

社員は、当会社の同意をえて、他人にその権利義務を承継

させることができる。 

第９条（退社員の権利） 

退社した社員は、保険約款に定めたもののほか、当会社に

対して権利を有しない。 

 

第３章 総代会 

第１０条（総代会の組織） 

総代会は、社員中から選出された総代で組織する。 

第１１条（総代の定数） 

総代の定数は、２００名とする。 

第１２条（社員の選挙権およびその代理行使） 

１ 社員の総代を選挙すべき権利は、各々１個とする。 

２ 前項の選挙権は、他の社員に委任して行わせることがで

きる。 

第１３条（総代の任期） 

総代の任期は４年とし、重任を妨げない。 

但し、原則として通算８年をこえることができない。 

第１４条（欠員の場合の処置） 

１ 総代に欠員を生じても、定数の半数を下らない間は補欠

選挙は行わない。但し、必要があるときはこれを行うこ

とができる。 

２ 補欠選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。 

第１５条（総代の選挙） 

１ 総代は、選挙権を有する社員が投票により互選する。 

２ 前項の規定にかかわらず、総代の選挙は、第２４条の総

代候補者選考委員会が選考した個々の総代候補者に対し、

選挙権を有する社員が行う投票（以下「社員投票」とい

う。）によることができる。 

３ 当会社は、前２項の選挙について公告する。 

４ 第１項または第２項の規定により選挙を実施するときは、

選挙期日（第２項の場合には投票締切日をいう。）の直前

の６月末現在の社員をもって選挙権を有する社員とみな

す。但し、第１４条第１項または第１６条第３項の規定

により選挙を実施するときは、選挙権を有する社員を別

に定めて公告する。 

５ 総代の選挙に関する細則は、総代会で定める。 

第１６条（社員投票） 

１ 社員投票は、個々の総代候補者について総代に選出する

ことに同意しない社員が投票する方法によって行う。 

２ 前項に定める投票が選挙権を有する社員の数の１０分の

１に満たないときは、その総代候補者は総代として選出

されたものとする。 

３ 第１項に定める投票が選挙権を有する社員の数の１０分

の１以上に達した候補者があるときは、その員数につい

て改めて第１５条に定める選挙を行う。但し、その員数

が総代候補者の総数の１０分の１以下のときは、次の選

挙時に選出することができる。 

第１７条（議決権およびその代理行使） 

１ 総代会における総代の議決権は、各々１個とする。 

２ 前項の議決権は、他の総代に委任して行わせることがで

きる。この場合、総代または代理人は、総代会ごとに代

理委任状を当会社に提出しなければならない。 

第１８条（議長） 

総代会の議長には取締役社長が当り、取締役社長に事故が

あるときは取締役会においてあらかじめ定められた順序に

従って他の取締役がこれに代わる。 

第１９条（決議方法） 

総代会の決議は、法律または定款に別段の定めがある場合

のほかは、総代の２分の１以上が出席し、出席した総代の

議決権の過半数により行う。 

第２０条（定時総代会の招集） 

定時総代会は、毎決算期日より４カ月以内に招集する。 

第２１条（臨時総代会の招集および招集請求権） 

１ 臨時総代会は、取締役会が必要と認めたときに招集する。 

２ 社員総数の１０００分の３以上に相当する数の社員もし

くは３０００名以上の社員で６カ月前から引き続いて社

員である者または９名以上の総代は、その目的および理

由を記載した書面を代表取締役に提出して臨時総代会の

招集を請求することができる。 



定款  （Ｒ４．７．５改正）- 5 - 

 規程－5

第２２条（提案権） 

社員総数の１０００分の１以上に相当する数の社員もしく

は１０００名以上の社員で６カ月前から引き続いて社員で

ある者または３名以上の総代は、代表取締役に対し、総代

会の日の８週間前までに、一定の事項（総代会において決

議をすることができる事項に限る。）を総代会の目的とする

ことを請求し、また総代会の目的である事項につき議案の

要領を提出して総代会の招集通知に記載することを請求す

ることができる。 

第２３条（検査役選任請求権） 

当会社、社員総数の１０００分の１以上に相当する数の社

員もしくは１０００名以上の社員で６カ月前から引き続い

て社員である者または３名以上の総代は、総代会に係る招

集の手続および決議の方法を調査させるため、当該総代会

に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをするこ

とができる。 

 

第４章 総代候補者選考委員会 

第２４条（総代候補者選考委員会） 

１ 当会社に総代候補者選考委員会を置く。 

２ 総代候補者選考委員会は、総代の候補者を選考し、社員

投票の管理を行うことを任務とする。 

３ 総代候補者選考委員会は、社員中から総代会で選任され

た選考委員で組織する。 

４ 選考委員の員数は、１２名以内とする。 

５ 選考委員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時総代会の終結の時までと

し、重任を妨げない。但し、原則として４期をこえるこ

とができない。 

６ 総代候補者選考委員会に関する細則は、総代会で定める。 

 

第５章 評議員会 

第２５条（評議員会） 

１ 当会社は、経営の適正を期するため評議員会を置く。 

２ 評議員会は、当会社から諮問を受けた事項または経営上

の重要事項について意見を述べるほか、社員から提出さ

れた会社経営に関する事項を必要に応じ審議することを

任務とする。 

３ 評議員会は、社員または学識経験者の中から総代会で選

任された評議員で組織する。 

４ 評議員の員数は、２５名以内とする。 

５ 評議員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時総代会の終結の時までとし、

重任を妨げない。但し、原則として６期をこえることが

できない。 

６ 補欠選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 当会社は、評議員会の議事の結果を次の総代会に報告す

るものとする。 

８ 評議員会に関する細則は、総代会で定める。 

 

第６章 取締役および取締役会 

第２６条（員数） 

１ 当会社の取締役（監査等委員である者を除く。）は、２０

名以内とする。 

２ 当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。 

第２７条（選任） 

取締役は、総代会の決議により、監査等委員である取締役

とそれ以外の取締役とを区別して選任する。 

第２８条（任期） 

１ 取締役（監査等委員である者を除く。）の任期は、選任後

１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時総代会の終結の時までとする。 

２ 監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の

終結の時までとする。 

３ 補欠選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。 

第２９条（役付取締役および代表取締役） 

１ 取締役会の決議により、取締役（監査等委員である者を

除く。）の中から、会長、社長各１名を選定することがで

きる。但し、会長と社長とは兼ねることができる。 

２ 代表取締役は、取締役会の決議により、取締役（監査等

委員である者を除く。）の中から選定する。代表取締役は、

各自会社を代表する。 

第３０条 （取締役会） 

取締役会は、すべての取締役で組織する。 

第３１条（取締役会の招集通知） 

取締役会の招集通知は、各取締役に対して、会日の３日前

までに発するものとする。但し、緊急の必要あるときはこ

れを短縮することができる。 

第３２条（取締役会の決議の省略） 

 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案を

した場合において、当該提案につき取締役（当該事項につ

いて議決に加わることができる者に限る。）の全員が書面ま

たは電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該

提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 

第３３条（重要な業務執行の決定の委任） 

当会社は、保険業法第５３条の２３の３第６項の規定によ

り、取締役会の決議により、重要な業務執行（同条第５項

各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締

役に委任することができる。 

第３４条（取締役会規則） 

取締役会に関する事項は、この定款に定めるほか、取締役

会で定める取締役会規則による。 

第３５条（報酬等） 

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社

から受ける財産上の利益は、総代会の決議により、監査等

委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。 

第３６条（取締役の責任免除） 

１ 当会社は、保険業法第５３条の３６で準用する会社法  

第４２６条第１項の規定により、任務を怠ったことに  

よる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責  

任を、法令の定める限度において、取締役会の決議に  

よって免除することができる。 

２  当会社は、保険業法第５３条の３６で準用する会社法 

第４２７条第１項の規定により、取締役（業務執行取締

役等である者を除く。）との間に、任務を怠ったことによ

る損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を

締結することができる。 

 

第７章 監査等委員会 

第３７条（監査等委員会） 

監査等委員会は、すべての監査等委員で組織する。 

第３８条（監査等委員会の招集通知） 

監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対して、会日

の３日前までに発するものとする。但し、緊急の必要ある

ときはこれを短縮することができる。 

第３９条（監査等委員会規則） 

監査等委員会に関する事項は、この定款に定めるほか、監

査等委員会で定める監査等委員会規則による。 

 

第８章 計  算 

第４０条（決算期日） 

当会社の決算期日は、毎年３月３１日とする。 

第４１条（剰余金の処分） 

１ 決算において剰余金を生じたときは、基金利息を控除し

た後、損失てん補準備金、基金償却積立金、基金償却準
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備金、社員配当準備金、社員配当平衡積立金、別段積立

金その他に処分することができる。 

２ 前項において社員配当準備金、社員配当平衡積立金に処

分する金額の合計額は、保険業法施行規則第３０条の４

で定める金額に、保険業法施行規則第３０条の６で定め

る比率を乗じた額以上の金額とする。 

３ 社員配当準備金または社員配当平衡積立金の取崩額がそ

の決算期に積み立てる社員配当準備金および社員配当平

衡積立金の額に含まれる場合は、前項の計算において、

当該取崩額を社員配当準備金、社員配当平衡積立金に処

分する金額から控除する。 

第４２条（社員配当） 

前条の規定により積み立てた社員配当準備金は、保険約款

に定めた方法に従って配当する。但し、その全部または一

部を次年度に繰り越すことができる。 

第４３条（損失のてん補） 

１ 決算において不足を生じたときは、別段積立金、その他

の任意積立金、社員配当準備金、損失てん補準備金、基

金償却積立金の順序で取り崩し、不足額をてん補する。 

２ 前項により基金償却積立金を不足のてん補に充当したと

きは、次年度以後の決算において生じた剰余金は、その

充当額の全額をてん補した後でなければ第４１条による

処分をすることができない。 

 

第９章 基  金 

第４４条（基金の総額） 

当会社の基金の総額（基金償却積立金の額を含む。）は、 

１兆４５００億円とする。 

第４５条（基金拠出者の権利） 

１ 当会社は、基金の拠出者に対し、基金拠出契約の定める

ところにより、基金拠出契約期間内に、基金の償却を行

う。但し、当会社は、基金の拠出者との合意により、そ

の期日の到来前に基金の償却を行うことがある。 

２ 後に拠出された基金の償却は、先に拠出された基金を全

額償却した後に行う。 

３ 当会社は、基金の拠出者に対し、年１割を上限に基金拠

出契約に定める利率で基金利息を支払う。 

第４６条（基金の償却方法） 

１ 当会社は、基金の償却を目的として、基金償却準備金を

積み立てる。 

２ 基金の償却は、取締役会の決議により行い、償却する金

額に相当する基金償却準備金を基金償却積立金に振り替

える。 

３ 前２項に定める方法によるほか、総代会の決議により、

第４１条の処分において基金償却積立金を積み立て、こ

れと同額の基金の償却を行うことができる。 

 

第１０章 雑  則 

第４７条（定款の変更） 

本定款を変更するには総代会において総代の２分の１以上

が出席し、出席総代の４分の３以上の同意を得なければな

らない。 

 

附 則 

１ 令和元年７月２日付改正に関する経過措置 

令和元年７月２日付改正に関して、次に掲げる１号の経

過措置を設け、２号に定める時をもって削除する。 

(1)第４５条関係 

１ 令和元年度の基金の拠出者について、第４５条第１

項の基金の償却は５年以内に行う。 

２ 令和元年度に募集した基金が償却された時。 

２ 令和３年７月２日付改正に関する経過措置 

令和３年７月２日付改正に関して、次に掲げる１号の経

過措置を設け、２号に定める時をもって削除する。 

(1)第４５条関係 

１ 令和３年度の基金の拠出者について、第４５条第１

項の基金の償却は５年以内に行う。 

２ 令和３年度に募集した基金が償却された時。 

３ 令和４年７月５日付改正に関する経過措置 

当会社は、保険業法第５３条の３６で準用する会社法第

４２６条第１項の規定により、令和４年７月５日付改正

の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役（監

査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の定め

る限度において、取締役会の決議によって免除すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出産サポート 2021/3/31 15:37 
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“ご契約のご加入から消滅までのとりきめ”

を記載しています。 

約 款 



 

 規程－8

  

 

 

 

■約款の構成 

ニッセイ出産サポート給付金付３大疾病保障保険の約款は、普通保険約款・特約・別表の順に掲載して

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
１    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

○生命保険契約のベースとなるもので、ニッセイ出産サポート給付金付３大疾病保障保険は「出産サポート給付金付３

大疾病保障保険（有配当 2016）普通保険約款」が普通保険約款となります。 

 

○契約者の申出にもとづいた手続きをする目的等で付加するものです。 

・リビング・ニーズ特約（2012）＊ 

・保険料口座振替扱特約 

・保険料クレジットカード扱特約  

・保険料団体扱特約（甲） 

・保険料団体扱特約（乙） 

 

 

＊リビング・ニーズ特約は、出産サポート給付金付３大疾病保障保険に自動的に付加されます。 

 

 

○普通保険約款や特約に記載している『（別表番号）』について表を活用し、まとめて記載したものです。 

※別表中の備考は別表の内容を詳しく説明しているものです。あわせてご覧ください。   

 

約款をお読みいただく前に 

普通保険約款 

特  約 

別  表 



 

 規程－9
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約
款
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読
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い
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■約款条項の基本的な構成 

約款中では、基本的に条・項・号を用いて規定しております。 

 

 〔例〕出産サポート給付金付３大疾病保障保険（有配当2016）普通保険約款 第14条（保険料の払込）の

規定の場合 

（第３項以下は省略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号 

第14条（保険料の払込） 

１ 保険料は、保険料払込期間中、毎回次条（保険料の払込方法（経路））第１項に定める払込方法

（経路）にしたがい、つぎの期間（以下、「払込期月」といいます。）内に払い込んで下さい。  

（１）第１回保険料の払込期月  

   責任開始の日から、その日を含めて、責任開始の日の属する月の翌月末日まで 

（２）第２回以後の保険料の払込期月  

 （ア）払込方法（回数）が月払契約の場合  

    契約日の月単位の応当日（以下、「月ごと応当日」といいます。応当日のない月の場合は、

その月の末日とします。以下、同じ。）の属する月の初日から末日まで  

 （イ）払込方法（回数）が年払契約の場合  

    契約日の年単位の応当日（以下、「契約応当日」といいます。応当日のない月の場合は、

その月の末日とします。以下、同じ。）の属する月の初日から末日まで  

 

第２号 

第１号 

第２号 

（１）第１回保険料の保険料期間 

 （ア）払込方法（回数）が月払契約の場合 

    契約日からその翌月の月ごと応当日の前日までの期間 

 （イ）払込方法（回数）が年払契約の場合 

    契約日からその翌年の契約応当日の前日までの期間  

２ 前項で払い込むべき保険料は、つぎの期間（以下、「保険料期間」といいます。）に対応する

保険料とします。  

（２）第２回以後の保険料の保険料期間  

 （ア）払込方法（回数）が月払契約の場合 

    月ごと応当日からその翌月の月ごと応当日の前日までの期間 

 （イ）払込方法（回数）が年払契約の場合 

    契約応当日からその翌年の契約応当日の前日までの期間  

この前項とは、 

「第１項」を 

さします。 

第14条 

第１項 

第２項 
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 規程－10 

出産サポート給付金付３大疾病保障保険（有配当2016）     

普通保険約款目次 

この保険の趣旨 

 第１編 この保険契約の給付に関する規定 

 １．給付金支払回数等の定義 

第１条 給付金支払回数等の定義 

 ２．死亡保険金、３大疾病保険金、上皮内新生物診断

保険金、出産給付金、特定不妊治療給付金、満期

一時金 

第２条 死亡保険金、３大疾病保険金、上皮内新生物診

断保険金 

第３条 死亡保険金の削減支払 

第４条 ３大疾病保険金の支払による保険契約の消滅 

第５条 出産給付金、特定不妊治療給付金 

第６条 満期一時金 

第７条 給付限度 

 ３．受取人 

第８条 死亡保険金受取人、満期一時金の受取人 

第９条 遺言による死亡保険金受取人の変更 

第10条 ３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金、出

産給付金および特定不妊治療給付金の受取人 

 第２編 保険契約の取扱に関する規定 

 ４．総則 

第11条 総則 

 ５．会社の責任開始期 

第12条 会社の責任開始期 

 ６．契約締結時の書面 

第13条 契約締結時の書面 

 ７．保険料の払込 

第14条 保険料の払込 

第15条 保険料の払込方法（経路） 

第16条 保険料の一括払込または前納 

第17条 払込期月内に保険料の払込がない場合 

 ８．請求、保険金等の支払時期および支払場所 

第18条 請求の手続き 

第19条 指定代理請求人による請求 

第20条 保険金等の支払時期および支払場所 

 ９．保険契約上の保全取扱 

第21条 保険料払込方法（回数）の変更 

 10．保険契約者 

第22条 保険契約者 

第23条 保険契約者の住所の変更 

 11．詐欺による取消および不法取得目的による無効 

第24条 詐欺による取消 

第25条 不法取得目的による無効 

 12．告知義務および告知義務違反による解除 

第26条 告知義務 

第27条 告知義務違反による解除 

第28条 保険契約を解除できない場合 

 13．重大事由による解除 

第29条 重大事由による解除 

 14．解約 

第30条 解約 

 15．保険金等の受取人による保険契約の存続 

第31条 保険金等の受取人による保険契約の存続 

 16．払戻金 

第32条 払戻金 

 17．社員配当 

第33条 社員配当金の割当 

第34条 社員配当金の分配 

 18．特別条件 

第35条 特別条件 

 19．保険金、給付金の支払に関する取扱 

第36条 保険金、給付金の支払に関する取扱 

 20．その他 

第37条 契約年齢の計算 

第38条 契約年齢または性別の誤りの処理 

第39条 時効 
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出産サポート給付金付３大疾病保障保険（有配当2016）   

普通保険約款 

 

 

この保険の趣旨 

この保険は、被保険者の万一の場合の保障と被保険者が悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の３大疾病に罹患した場合の保

障を同時に確保することに加え、出産された場合または特定不妊治療を受けられた場合に出産サポート給付金（出産給付金、

特定不妊治療給付金）をお支払いすることを目的としたものです。 

第１編 この保険契約の給付に関する規定 

１．給付金支払回数等の定義 

第１条（給付金支払回数等の定義） 

この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の定義は、それぞれつぎのとおりとします。 

（１）「給付金支払回数」 

「給付金支払回数」とは、第５条（出産給付金、特定不妊治療給付金）および第７条（給付限度）の規定により支払わ

れる出産給付金および特定不妊治療給付金の合計回数をいいます。 

（２）「給付金支払合計額」 

「給付金支払合計額」とは、第５条および第７条の規定により支払われる出産給付金および特定不妊治療給付金の合計

額をいいます。 

２．死亡保険金、３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金、出産給付金、特定不妊治療給付金、
満期一時金 

第２条（死亡保険金、３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金） 

１ この保険契約の保険金額は、300万円とします。 

２ この保険契約の死亡保険金、３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金は、つぎのとおりです。 

名

称 
支 払 事 由 支払額 受取人

死亡保険金を支払わない場合 

（以下、「免責事由」といいます。） 

(1) 

死

亡

保

険

金 

被保険者が保険期間中に死亡したとき 

保 

険 

金 

額 

死 

亡 

保 

険 

金 

受 

取 

人 

つぎのいずれかにより被保険者が死亡したとき 

ⅰ）責任開始の日からその日を含めて３年以内の

被保険者の自殺 

ⅱ）保険契約者または死亡保険金受取人の故意 
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 規程－12 

名

称 
支 払 事 由 支払額 受取人

(2) 

３

大

疾

病

保

険

金 

つぎの①から③までのいずれかに該当したとき 

① 被保険者が責任開始時以後保険期間中に、責任開始時前を含めて初めて悪性新生物（別表

３）に罹患し医師によって病理組織学的所見（生検）により診断確定されたとき（病理組織学

的所見（生検）による診断確定については、病理組織学的所見（生検）が得られない場合には、

他の所見による診断確定も認めることがあります。以下、同じ。） 

② 被保険者が責任開始時以後の疾病を原因として、保険期間中につぎのいずれかに該当した

とき 

（ⅰ）急性心筋梗塞（別表４）を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日

からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態（軽い家事等の軽労働や事務

等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態）が継続したと医師によっ

て診断されたとき 

（ⅱ）急性心筋梗塞（別表４）を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院ま

たは診療所（別表７）において手術（別表８）を受けたとき 

③ 被保険者が責任開始時以後の疾病を原因として、保険期間中につぎのいずれかに該当した

とき 

（ⅰ）脳卒中（別表５）を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を

含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医

師によって診断されたとき 

（ⅱ）脳卒中（別表５）を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所（別

表７）において手術（別表８）を受けたとき 

保 

険 

金 

額 

被 

保 

険 

者 

(3) 

上

皮

内

新

生

物

診

断

保

険

金 

被保険者が責任開始時以後保険期間中に、責任開始時前を含めて初めて上皮内新生物・皮膚のその

他の悪性新生物（以下、「上皮内新生物等」といいます。）（別表６）に罹患し医師によって病理

組織学的所見（生検）により診断確定されたとき 

保 

険 

金 

額 

の 

１ 

割 

被 

保 

険 

者 

３ 前項第2号①の規定にかかわらず、被保険者が責任開始の日からその日を含めて90日（以下、本項において「90日」と

いいます。）以内に悪性新生物（別表３）と診断確定された場合（90日以内に診断確定された悪性新生物（別表３）の90

日経過後の再発・転移等と認められる場合を含みます。）には、３大疾病保険金は支払いません。また、責任開始の日の前

日以前に悪性新生物（別表３）と診断確定されておらず、かつ、90日経過後に悪性新生物（別表３）と診断確定された場

合で、90日以内に診断確定された悪性新生物（別表３）の再発・転移等と認められないときは、前項第2号①に定める支

払事由に含まれます。 

４ 第２項第3号の規定にかかわらず、被保険者が責任開始の日からその日を含めて90日（以下、本項において「90日」と

いいます。）以内に上皮内新生物等（別表６）と診断確定された場合（90日以内に診断確定された上皮内新生物等（別表

６）の90日経過後の再発・転移等と認められる場合を含みます。）には、上皮内新生物診断保険金は支払いません。また、

責任開始の日の前日以前に上皮内新生物等（別表６）と診断確定されておらず、かつ、90日経過後に上皮内新生物等（別

表６）と診断確定された場合で、90日以内に診断確定された上皮内新生物等（別表６）の再発・転移等と認められないと

きは、第２項第3号に定める支払事由に含まれます。 

５ 被保険者が責任開始時前に悪性新生物（別表３）に罹患し医師によって病理組織学的所見（生検）により診断確定され

ており、保険契約者および被保険者がこの保険契約の締結の際にその事実を知らなかったときは、３大疾病保険金または

上皮内新生物診断保険金の支払事由に該当していない場合に限り、責任開始の日からその日を含めて180日以内に保険契

約者がこの保険契約の解除を申し出ることにより、会社は、すでに払い込まれたこの保険契約の保険料を保険契約者に払

い戻します。 

６ 前項の規定は、第27条（告知義務違反による解除）または第29条（重大事由による解除）の規定によりこの保険契約

が解除される場合には、適用しません。 

７ 被保険者が責任開始時前に生じた疾病を原因として責任開始時以後に第２項第2号②（ⅰ）もしくは（ⅱ）または同号③

（ⅰ）もしくは（ⅱ）に該当した場合でも、この保険契約の締結の際に、その疾病の告知があった場合には、責任開始時

以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。 

８ 被保険者が責任開始時前に生じた疾病を原因として責任開始時以後に第２項第2号②（ⅰ）もしくは（ⅱ）または同号③

（ⅰ）もしくは（ⅱ）に該当した場合でも、その疾病に関して、責任開始時前に、被保険者がつぎの各号のすべてを満た

す場合には、責任開始時以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。ただし、その疾病による症状につい
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て保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。 

（１）医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがないこと 

（２）検査（人間ドック、健康診断を含みます。）の結果で異常指摘を受けたことがないこと 

９ ３大疾病保険金を支払う前に死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、会社は、３大疾病保険金

を支払いません。 

10 ３大疾病保険金が支払われた場合には、その支払後に死亡保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。 

11 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社

は、死亡保険金の残額をその他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない死亡保険金に対応する部分については、次項第

３号に該当する場合の取扱にもとづきその部分の責任準備金を保険契約者に支払います。 

12 つぎの第１号または第３号の免責事由により死亡保険金が支払われない場合には責任準備金を、第２号の免責事由に

より死亡保険金が支払われない場合には解約払戻金を、会社は、保険契約者に支払います。この場合、免責事由に該当し

た時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料があるときは、会社は、その未払込保険料を会社が支払うべき

金額から差し引きます。 

（１）責任開始の日からその日を含めて３年以内に被保険者が自殺したとき 

（２）保険契約者が故意に被保険者を死亡させたとき（ただし、前号の場合を除きます。） 

（３）死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき（ただし、前２号の場合を除きます。） 

13 この保険契約が、保険期間が満了したことにより消滅した場合で、被保険者がこの保険契約の保険期間満了の日からそ

の日を含めて60日以内に第２項第2号②（ⅰ）または③（ⅰ）の診断を受けたときは、会社は、この保険契約の保険期間

満了の日に診断を受けたものとみなして本条の規定を適用します。 

14 第２項第2号に定める３大疾病保険金が支払われる場合で、３大疾病保険金を支払う前に第６条（満期一時金）に定め

る満期一時金の支払請求を受け、満期一時金が支払われたときは、第２項第2号に定める３大疾病保険金の支払額は、保

険金額から支払われた満期一時金の金額と同額を差し引いた金額とします。 

第３条（死亡保険金の削減支払） 

前条（死亡保険金、３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金）の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱に

より死亡した場合で、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社

は、死亡保険金を削減して支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、責任準備金を下回ることはありま

せん。 

第４条（３大疾病保険金の支払による保険契約の消滅） 

３大疾病保険金が支払われた場合には、被保険者が第２条（死亡保険金、３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金）

第２項第2号に定める３大疾病保険金の支払事由に該当した時から、この保険契約は消滅したものとします。 

第５条（出産給付金、特定不妊治療給付金） 

１ この保険契約の出産給付金、特定不妊治療給付金は、つぎのとおりです。 

名

称 
支 払 事 由 支 払 額 

受

取

人

(1) 

出

産

給

付

金 

被保険者が責任開始の日からその日を含めて１年

を経過した日以後保険期間中に、子を出産（流産・

死産は除きます。１以下、同じ。）したとき 

出産 給 付金 が 支払 わ れる

１回目の出産の場合 
１０万円 

出産 給 付金 が 支払 わ れる

２回目の出産の場合 
３０万円 

出産 給 付金 が 支払 わ れる

３回目の出産の場合 
５０万円 

出産 給 付金 が 支払 わ れる

４回目の出産の場合 
７０万円 

出産 給 付金 が 支払 わ れる

５回目以降の出産の場合 

出産１回につき、 

１００万円 
 

被

保

険

者

                                                        

備考 

１．出産（流産・死産を除きます。） 

流産・死産とは、死児を娩出することをいい、死児とは、出産後においても心臓膊動、随意筋の運動および呼吸のいずれ

をも認めないものをいいます。 

また、多胎妊娠により複数の子を出産した場合は、それぞれの子について、第５条（出産給付金、特定不妊治療給付金）

第１項第1号の規定を適用します。 
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 規程－14 

名

称 
支 払 事 由 支 払 額 

受

取

人

(2) 

特

定

不

妊

治

療

給

付

金 

被保険者が責任開始の日からその日を含めて２年

を経過した日以後保険期間中に、つぎの施術（以下、

「特定不妊治療」といいます。）を受けたとき 

① 被保険者の妊娠を直接の目的とした、日本国

内の病院または診療所（別表９）における施術

であること 

② その施術が体外受精または顕微授精の治療

過程で受けたつぎのいずれかであること 

（ア）採卵 

（イ）胚移植（被保険者の卵子から作成した胚で

行なわれる場合に限ります。） 

特定不妊治療給付金が支払われ

る１回目から６回目までの特定

不妊治療の場合 

特定不妊治療１回

につき、５万円

特定不妊治療給付金が支払われ

る７回目から１２回目までの特

定不妊治療の場合 

特定不妊治療１回

につき、１０万円
 

被

保

険

者

２ 満期一時金が支払われた後に、前項に定める出産給付金または特定不妊治療給付金（以下、「出産給付金等」といいま

す。）の支払請求を受け、その出産給付金等が支払われる場合は、つぎの算式により計算された金額を出産給付金等として

支払います。ただし、第２条（死亡保険金、３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金）第14項の規定が適用される場合

は、本項の規定は適用しません。 

前項第1号または第2号に定め

る出産給付金等の支払額 
＋

その出産給付金等が支払われる場合の次条

（満期一時金）に定める満期一時金の金額と

同額 
－ 

支払われた満期一時金の金額

と同額 

３ 前項に該当する出産給付金等の支払請求が複数ある場合は、それらの支払請求を受け、支払われる出産給付金等につい

て、前項の規定を適用します。この場合、前項中「前項第１号または第２号に定める出産給付金等の支払額」とあるのを

「前項第１号または第２号に定める出産給付金等の支払額の合計」と読み替えます。 

４ この保険契約の解約払戻金または責任準備金が支払われた場合、つぎの各号のとおり読み替え、前２項の規定を適用し

ます。 

（１）解約払戻金が支払われた場合 

第２項中「満期一時金」とあるのは「解約払戻金」と、「次条（満期一時金）」とあるのは「第32条（払戻金）」と読

み替えます。 

（２）責任準備金が支払われた場合 

第２項中「満期一時金」とあるのは「責任準備金」と、「次条（満期一時金）」とあるのは「第32条（払戻金）」と読

み替えます。 

５ 保険契約の見直しに関する特約によってこの保険契約が見直された場合、第２項中「満期一時金が支払われた後」とあ

るのは「保険契約の見直しに関する特約によってこの保険契約が見直された後」と、「その出産給付金等が支払われる場合

の次条（満期一時金）に定める満期一時金の金額と同額」とあるのは「その出産給付金等が支払われる場合の第32条（払

戻金）の規定に定める責任準備金の金額と同額」と、「支払われた満期一時金の金額と同額」とあるのは「保険契約の見直

しに関する特約に定める見直し前契約の見直し価格に関する規定による見直し価格の計算に用いた責任準備金の金額と同

額」と読み替え、第２項および第３項の規定を適用します。 

第６条（満期一時金） 

この保険契約の満期一時金は、つぎのとおりです。 

名

称 
支 払 事 由 支 払 額 

受

取

人

満

期

一

時

金 

保険期間満了時に被保険者が生存し

ていたとき。 

ただし、本条の支払額の算式によっ

て計算される金額が０円以下となる

場合は、満期一時金は支払わないも

のとします。 

① 保険期間が１０年の場合 

１００万円 ＋ ５，０００円 × 給付金支払回数 － 給付金支払合計額

② 保険期間が１５年の場合 

１５０万円 ＋ ５，０００円 × 給付金支払回数 － 給付金支払合計額

③ 保険期間が２０年の場合 

２００万円 ＋ ５，０００円 × 給付金支払回数 － 給付金支払合計額
 

保

険

契

約

者

第７条（給付限度） 

１ この保険契約により上皮内新生物診断保険金が支払われる限度は１回とします。 

２ この保険契約により特定不妊治療給付金が支払われる限度は１２回とします。 
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３．受取人 

第８条（死亡保険金受取人、満期一時金の受取人） 

１ 保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡保険

金受取人を変更することができます。 

２ 死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人の変更が行なわれていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定

相続人を死亡保険金受取人（本項の規定により死亡保険金受取人となった者の死亡時にその法定相続人がいないときは、

本項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人）とします。 

３ 前項により死亡保険金受取人となった者が２人以上いる場合、その受取割合は均等割合とします。 

４ 第１項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の

死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。 

５ 死亡保険金受取人が２人以上いるときは、当該死亡保険金受取人の中から他の死亡保険金受取人を代理する１人の者を

定めて下さい。 

６ 満期一時金の受取人は、保険契約者以外への変更は取り扱いません。 

第９条（遺言による死亡保険金受取人の変更） 

１ 前条（死亡保険金受取人、満期一時金の受取人）第１項に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生す

るまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。 

２ 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 

３ 前２項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、こ

れを会社に対抗することができません。 

第10条（３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金、出産給付金および特定不妊治療給付金の受取人） 

１ 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。）の場

合には、第２条（死亡保険金、３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金）第２項および第５条（出産給付金、特定不妊

治療給付金）第１項の規定にかかわらず、保険契約者を３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金、出産給付金および特

定不妊治療給付金の受取人とします。 

２ ３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金、出産給付金および特定不妊治療給付金の受取人は、第２条第２項および第

５条第１項については被保険者、前項については保険契約者以外への変更は取り扱いません。 

３ 被保険者が死亡した場合、上皮内新生物診断保険金、出産給付金または特定不妊治療給付金（以下、「上皮内新生物診断

保険金等」といいます。）については、被保険者の法定相続人のうち、つぎの各号に定める１人の者が、被保険者の他の法

定相続人を代理して請求するものとします。ただし、上皮内新生物診断保険金等の受取人が法人である場合を除きます。 

（１）死亡保険金受取人（法定相続人である死亡保険金受取人が複数の場合にはその協議により定めた者） 

（２）前号に該当する者がいない場合 

この保険契約において指定代理請求人が指定または変更指定されているときは、その者（被保険者の死亡時において

第19条（指定代理請求人による請求）第１項各号に定める範囲内であることを要します。） 

（３）前２号に該当する者がいない場合 

配偶者 

（４）前３号に該当する者がいない場合 

法定相続人の協議により定めた者 

４ 前項の規定により、会社が上皮内新生物診断保険金等を支払った場合には、その後重複してその上皮内新生物診断保険

金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。 

５ 故意に被保険者を死亡させた者は、第３項に定める請求を行なうことができません。 

第２編 保険契約の取扱に関する規定 

４．総則 

第11条（総則） 

１ 本編は、この保険契約について、その給付に関する規定（第１編）を除いて、成立から消滅までを規定するものです。 

２ 前項の場合、本編または付加している特約にとくに規定がないときは、本編の規定はその特約を含んだ保険契約として

の規定とします。 

５．会社の責任開始期 

第12条（会社の責任開始期） 

１ 会社は、保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約の申込または第26条（告知義務）に定める告知のいずれか遅い

時から保険契約上の責任を負います。 

２ 前項の会社の責任開始の日を契約日とし、保険期間はその日を含めて計算します。 

３ 会社は、保険契約の申込を承諾した場合には、次条（契約締結時の書面）に定める書面の交付その他の方法により、承

諾の通知を行ないます。 
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６．契約締結時の書面 

第13条（契約締結時の書面） 

１ 会社は、保険契約を締結した場合、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した書面（電磁的方法１による場

合を含み、以下、「契約締結時の書面」といいます。）を交付します。 

（１）当会社名 

（２）保険契約者の氏名または名称 

（３）被保険者の氏名 

（４）保険金、給付金、満期一時金（以下、「保険金等」といいます。）の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特

定するために必要な事項 

（５）支払事由（付加する特約については特約の名称で代えることがあります。） 

（６）保険期間 

（７）保険金等の額 

（８）保険料およびその払込方法（回数） 

（９）契約日 

（10）本条の書面を作成した年月日 

２ 契約締結時の書面には、会社が記名押印します。 

７．保険料の払込 

第14条（保険料の払込） 

１ 保険料は、保険料払込期間中、毎回次条（保険料の払込方法（経路））第１項に定める払込方法（経路）にしたがい、つ

ぎの期間（以下、「払込期月」といいます。）内に払い込んで下さい。 

（１）第１回保険料の払込期月 

責任開始の日から、その日を含めて、責任開始の日の属する月の翌月末日まで 

（２）第２回以後の保険料の払込期月 

（ア）払込方法（回数）が月払契約の場合 

契約日の月単位の応当日（以下、「月ごと応当日」といいます。応当日のない月の場合は、その月の末日とします。

以下、同じ。）の属する月の初日から末日まで 

（イ）払込方法（回数）が年払契約の場合 

契約日の年単位の応当日（以下、「契約応当日」といいます。応当日のない月の場合は、その月の末日とします。以

下、同じ。）の属する月の初日から末日まで 

２ 前項で払い込むべき保険料は、つぎの期間（以下、「保険料期間」といいます。）に対応する保険料とします。 

（１）第１回保険料の保険料期間 

（ア）払込方法（回数）が月払契約の場合 

契約日からその翌月の月ごと応当日の前日までの期間 

（イ）払込方法（回数）が年払契約の場合 

契約日からその翌年の契約応当日の前日までの期間 

（２）第２回以後の保険料の保険料期間 

（ア）払込方法（回数）が月払契約の場合 

月ごと応当日からその翌月の月ごと応当日の前日までの期間 

（イ）払込方法（回数）が年払契約の場合 

契約応当日からその翌年の契約応当日の前日までの期間 

３ 第１項第２号の保険料が、それぞれの応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約の消滅（第24条（詐

欺による取消）または第25条（不法取得目的による無効）に該当する場合を除きます。次項において同じ。）により保険

料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を

支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に払い戻します。 

４ 年払契約の場合で、すでに払い込まれた保険料に対応する保険料期間中に、保険契約の消滅により保険料の払込を要し

なくなった場合には、会社は、すでに払い込まれた保険料のうち、第１号に定める日からその日を含めて第２号に定める

日までの月数（月ごと応当日から翌月の月ごと応当日の前日までの期間を１か月として計算します。）に対応する保険料相

当額を、保険契約者に支払います。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に支払います。 

（１）保険料の払込を要しなくなった事由が生じた日からその日を含まずにその直後に到来する月ごと応当日 

（２）保険料の払込を要しなくなった事由が生じた日からその日を含まずにその直後に到来する契約応当日の前日 

５ 第１項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの応当日以後それぞれの払込期月の末日まで（第１回保険料について

は契約日以後第１回保険料の払込期月の末日まで。）に保険金等の支払事由が生じた場合には、会社は、その時までにすで

に到来している保険料期間の未払込保険料を会社が支払うべき金額（保険金等およびその他の支払うべき金額をいいます。）

                                                        

備考 

１．電磁的方法 

第13条（契約締結時の書面）、第26条（告知義務）および第38条（契約年齢または性別の誤りの処理）に定める電磁的

方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。 



出産サポート給付金付３大疾病保障保険 約款 

 

出
産
サ
ポ
ー
ト
給
付
金
付
３
大
疾
病
保
障
保
険
（有
配
当2

016

）
普
通
保
険
約
款

規程－17

約 

款 
 

から差し引きます。 

６ 前項の支払うべき金額が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さ

い。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、保険金等を支払いません。 

第15条（保険料の払込方法（経路）） 

１ 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法（経路）を選択することができます。 

（１）金融機関等への振込扱  金融機関等の会社の指定した口座に振り込むことにより払い込む方法 

（２）口座振替扱  会社の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込む方法 

（３）クレジットカード扱  会社の指定したクレジットカードにより払い込む方法 

（４）団体扱  所属団体を経由して払い込む方法（所属団体と会社との間に団体取扱契約が締結されている場合に限りま

す。） 

２ 前項の規定にかかわらず、前項第２号、第３号および第４号に定める保険料の払込方法（経路）を選択する場合につい

ては、それぞれつぎの特約の付加を要し、会社がこれらの特約の付加を取り扱っていない場合には、その保険料の払込方

法（経路）を選択することはできません。 

（１）前項第２号の場合  保険料口座振替扱特約 

（２）前項第３号の場合  保険料クレジットカード扱特約 

（３）前項第４号の場合  保険料団体扱特約 

３ 第１項各号の保険料払込方法（経路）に応じたこの保険契約の保険料率はつぎのとおりとします。 

（１）第１項第１号、第２号または第３号の場合  基本保険料率 

（２）第１項第４号の場合  団体保険料率 

４ 保険契約者は、第１項各号の保険料払込方法（経路）を相互に変更することができます。この場合、変更後の保険料払

込方法（経路）について、第２項の規定を適用します。 

第16条（保険料の一括払込または前納） 

保険契約者は、払込方法（回数）にしたがって、会社の定める範囲内で、つぎのとおり将来の保険料をまとめて払い込

むことができます。 

（１）月払契約の場合 

（ア）当月分を含む、以後３か月分以上12か月分以下の保険料を一括して払い込むことができます。 

（イ）（ア）の場合、会社所定の率により割り引きます（以下、一括して払い込まれる保険料を「保険料一括払込金」とい

います。）。 

（ウ）保険料の払込を要しなくなった場合で、保険料一括払込金に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻し

ます。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に払い戻します。 

（２）年払契約の場合 

（ア）つぎに到来する払込期月の保険料を含む２年分以上の保険料をまとめて払い込む場合に限り、前納することができ

ます。 

（イ）（ア）の場合、会社所定の利率で割り引きます（以下、前納される保険料を「保険料前納金」といいます。）。 

（ウ）保険料前納金は、会社所定の利息をつけて積み立てておき、契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。 

（エ）保険料前納期間の終了した場合または保険料の払込を要しなくなった場合で、保険料前納金に残額があるときは、

その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に払い戻し

ます。 

第17条（払込期月内に保険料の払込がない場合） 

１ 保険料の払込が第14条（保険料の払込）第１項に定める払込期月内になされなかった場合は、会社は、相当の期間を定

めて保険契約者に保険料の払込を催告するとともに、その期間内に保険料が払い込まれなければ払込期月の経過後３か月

目の月における月ごと応当日の到来をもって保険契約を解除することを保険契約者に通知します。 

２ 前項の通知を行なう場合、第23条（保険契約者の住所の変更）第２項の規定を準用します。 

３ 第１項の通知にもかかわらず、その相当の期間内に保険料が払い込まれない場合には、保険契約は払込期月の経過後３

か月目の月における月ごと応当日の到来をもって解除となり、将来に向かって消滅します。 

４ 前項の規定により保険契約が消滅した場合で、解約払戻金があるときは、会社は、解約払戻金からその時までにすでに

到来している保険料期間の未払込保険料を差し引いた金額を保険契約者に支払います。 

５ 第１項の場合で、払込期月の経過後３か月目の月における月ごと応当日の前日までに保険金等の支払事由が生じたとき

には、会社は、その時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料を会社が支払うべき金額（保険金等およびそ

の他の支払うべき金額をいいます。）から差し引きます。 

６ 前項の支払うべき金額が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んで下さ

い。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、保険金等を支払いません。 

８．請求、保険金等の支払時期および支払場所 

第18条（請求の手続き） 

１ 保険金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金等の受取人は、ただちに会社に通知し

て下さい。 

２ 支払事由が生じた保険金等の受取人は、すみやかに必要書類（別表１）を会社に提出して保険金等を請求して下さい。 

３ 前項の規定にかかわらず、保険契約者が法人でない場合で、会社の定める基準を満たすときは、会社は、保険期間満了

の日の翌日に保険契約者から満期一時金の請求があったものとして取り扱います。ただし、第１項に定める死亡保険金ま
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 規程－18 

たは３大疾病保険金の支払事由が生じた旨の通知が保険期間満了の日の翌日までになされた場合は、本項の取扱は行ない

ません。 

４ 会社が保険契約者に満期一時金（満期一時金とともに支払われる金銭を含みます。以下、本項において同じ。）を支払っ

た場合で、死亡保険金の支払事由が生じていたときには、会社は満期一時金を受け取った者に、民法等の関係法令に則り、

その返還を請求することができます。この場合、死亡保険金が支払われることとなるときは、会社は死亡保険金受取人に

死亡保険金を支払います。 

５ つぎの各号の取扱を行なう場合は、必要書類（別表１）を会社に提出して下さい。 

（１）第８条（死亡保険金受取人、満期一時金の受取人）に定める死亡保険金受取人の変更に関する通知 

（２）第９条（遺言による死亡保険金受取人の変更）に定める遺言による死亡保険金受取人の変更に関する通知 

（３）次条（指定代理請求人による請求）に定める指定代理請求人の指定・変更指定または指定代理請求人による３大疾病

保険金、上皮内新生物診断保険金、出産給付金、特定不妊治療給付金または満期一時金の請求 

（４）第21条（保険料払込方法（回数）の変更）に定める保険料払込方法（回数）の変更 

（５）第22条（保険契約者）に定める保険契約者の変更 

（６）第30条（解約）に定める解約 

（７）第31条（保険金等の受取人による保険契約の存続）に定める保険契約の存続 

（８）リビング・ニーズ特約に定める指定代理請求人の指定・変更指定または指定代理請求人による特約保険金の請求 

（９）社員配当金その他の保険契約にもとづく支払金の支払（保険金等の支払を除きます。） 

第19条（指定代理請求人による請求） 

１ 保険契約者は、被保険者の同意を得てあらかじめつぎの各号の範囲内で１人の者を指定することができます（本項によ

り指定された者を、以下、「指定代理請求人」といいます。）。ただし、３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金、出産給

付金、特定不妊治療給付金および満期一時金（以下、本条において「３大疾病保険金等」といいます。）の受取人が法人で

ある場合を除きます。 

（１）つぎの範囲内の者 

（ア）被保険者の戸籍上の配偶者 

（イ）被保険者の直系血族 

（ウ）被保険者の兄弟姉妹 

（エ）前（イ）（ウ）のほか、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の３親等内の親族 

（２）前号のほか、つぎの範囲内の者で、３大疾病保険金等の受取人のために３大疾病保険金等を請求すべき適当な関係が

あると会社が認めた者 

（ア）被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者 

（イ）被保険者の財産管理を行なっている者 

（ウ）死亡保険金受取人 

（エ）その他前（ア）から（ウ）までに掲げる者と同等の関係にある者 

２ 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、被保険者の同意を得て、前項に定める範囲内で、指定代理請求人を変更指定

することができます。 

３ 前条（請求の手続き）第２項の規定にかかわらず、３大疾病保険金等の受取人（満期一時金の場合は、保険契約者と被

保険者が同一人であるときに限ります。）が３大疾病保険金等の請求を行なう意思表示が困難であると会社が認めたとき

その他の３大疾病保険金等を請求できない特別な事情があると会社が認めたときは、前２項の規定により保険契約者が指

定または変更指定した指定代理請求人が、３大疾病保険金等の受取人の代理人として３大疾病保険金等の請求をすること

ができます。 

４ 指定代理請求人が前項の請求を行なう場合、指定代理請求人は請求時において第１項各号に定める範囲内であることを

要します。 

５ 第３項の規定により、会社が３大疾病保険金等を３大疾病保険金等の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複

してその３大疾病保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。 

６ 本条の規定にかかわらず、故意に３大疾病保険金等の受取人を第３項に定める３大疾病保険金等を請求できない状態に

該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。 

７ 本条の規定により指定代理請求人が指定されている場合には、保険契約の告知義務違反による解除および重大事由によ

る解除の通知については、第27条（告知義務違反による解除）第４項に定めるほか、正当な理由によって保険契約者、被

保険者または保険金等の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知をします。 

第20条（保険金等の支払時期および支払場所） 

１ 保険金等は、第18条（請求の手続き）に定める保険金等の請求にかかる必要書類が会社に到達した日の翌日からその日

を含めて５営業日以内に会社の本店または支社で支払います。 

２ 第18条第３項本文の場合、前項中「第18条（請求の手続き）に定める保険金等の請求にかかる必要書類が会社に到達

した日」とあるのを「保険期間満了の日の翌日」と読み替えて、前項の規定を適用します。 

３ 保険金等を支払うために確認が必要なつぎの各号に定める場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時まで

に会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認（会社の指定した医師に

よる診断を含みます。）を行ないます（ただし、第18条第３項本文の場合を除きます。）。この場合には、第１項の規定に

かかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第18条に定める保険金等の請求にかかる必要書類が会社に到達した日の翌日

からその日を含めて４５日を経過する日とします。 

（１）保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 

この普通保険約款およびこの保険契約に付加している特約の約款に定める支払事由に該当する事実の有無 
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（２）保険金の支払の免責事由に該当する可能性がある場合 

保険金の支払事由が発生した原因 

（３）この普通保険約款に定める告知義務違反に該当する可能性がある場合 

会社が告知を求めた事項における告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に至った原因 

（４）この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 

前２号に定める事項、第29条（重大事由による解除）第１項第３号（ア）から（オ）までに該当する事実の有無また

は保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険

契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 

４ 前項の確認をするため、つぎの各号に定める事項についての特別な照会や確認が不可欠な場合には、第１項および前項

にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第18条に定める保険金等の請求にかかる必要書類が会社に到達した日の翌

日からその日を含めてつぎの各号に定める日数（各号のうち複数に該当する場合であっても、１８０日）を経過する日と

します。 

（１）前項各号に定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会  １８０日 

（２）前項第２号または第４号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、捜査、

起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第２号または第４号に定める事

項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会   

１８０日 

（３）前項各号に定める事項についての日本国外における確認  １８０日 

５ 前２項の規定を適用する場合には、会社は、保険金等を請求した者に通知します。 

６ 第３項および第４項に定める必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が正当な理由な

くその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みま

す。）は、会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。 

７ 保険期間満了時までに出産給付金等の支払請求を受け、保険期間満了時においてその出産給付金等が支払われていない

場合は、第１項、第３項および第４項の規定にかかわらず、満期一時金を支払うべき期限は、第１項、第３項または第４

項に定める満期一時金を支払うべき期限とその出産給付金等を支払うべき期限のいずれか遅い日とします。この場合、会

社は、満期一時金を請求した者に通知します。 

８ 第18条第５項第９号の支払金の支払時期および支払場所については、本条の保険金等の支払時期および支払場所に関

する規定を準用します。ただし、第31条（保険金等の受取人による保険契約の存続）に定める債権者等による保険契約の

解約の場合の解約払戻金の支払時期については、第31条第１項に定める解約の効力発生日を、本条に定める、請求にかか

る必要書類が会社に到達した日とみなして準用します。 

９．保険契約上の保全取扱 

第21条（保険料払込方法（回数）の変更） 

保険契約者は、会社の定める基準にもとづき、月払または年払の保険料払込方法（回数）を相互に変更することができ

ます。 

10．保険契約者 

第22条（保険契約者） 

１ 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。 

２ 保険契約者が死亡したときは、保険契約者の相続人を保険契約者とします。この場合、保険契約者が２人以上いるとき

は、当該保険契約者の中から他の保険契約者を代理する１人の者を定めて下さい。 

３ 前項の者が定まらないかまたはその所在が不明であるときは、会社が保険契約者の１人に対してした行為は、他の者に

対しても効力を生じます。 

４ 第２項の規定により保険契約者が２人以上いる場合は、その責任は連帯とします。 

第23条（保険契約者の住所の変更） 

１ 保険契約者が住所を変更したときは、ただちに会社の本店または会社の指定した場所に通知して下さい。 

２ 保険契約者が前項の通知をしなかった場合は、保険契約者からの通知により会社の知った最後の住所あてに発した通知

は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。 

11．詐欺による取消および不法取得目的による無効 

第24条（詐欺による取消） 

保険契約者、被保険者または保険金等の受取人の詐欺により保険契約の締結が行なわれたときは、会社は保険契約の取

消を行なうことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。 

第25条（不法取得目的による無効） 

保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結を

行なったときは、保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。 
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12．告知義務および告知義務違反による解除 

第26条（告知義務） 

保険契約者または被保険者は、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会

社所定の告知書（電磁的方法１による場合を含みます。以下、本条において同じ。）で質問した事項については、その告知

書により告知することを要し、また、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知

することを要します。 

第27条（告知義務違反による解除） 

１ 保険契約者または被保険者が、前条（告知義務）の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過

失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除するこ

とができます。 

２ 会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合、会社は保険金を支払いま

せん。またすでに保険金を支払っていたときでもその返還を請求することができます。 

３ 前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保

険者またはその保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。 

４ 本条の規定による保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、保険契約者またはその所在

が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金等の受取人に解除

の通知をします。 

５ 前項の保険契約者に対する通知を行なう場合は、第22条（保険契約者）第２項および同条第３項の規定を準用します。

保険金等の受取人が２人以上いる場合も同様とします。 

６ 本条の規定により保険契約が解除された場合は、つぎの各号のとおり取り扱います。 

（１）保険契約が解除され、かつ、解除された日の直前の月ごと応当日（解除された日が月ごと応当日の場合はその日。以

下、本項において同じ。）以後に保険金等の支払事由に該当し、その保険金等が支払われる場合 

解除された日において解約払戻金があるときは、会社は、これを保険契約者に支払います。 

（２）前号以外の場合 

解除された日の直前の月ごと応当日の前日において解約払戻金があるときは、会社は、これを保険契約者に支払いま

す。この場合、会社は、解除された日の直前の月ごと応当日の前日までにすでに到来している保険料期間の未払込保険

料を差し引きます。また、払込を要しなくなった保険料があるときは、会社の定める方法により精算します。 

第28条（保険契約を解除できない場合） 

１ 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条（告知義務違反による解除）の規定による解除をすることができません。 

（１）会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失のため知らなかったとき 

（２）会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者（会社のために保険契約の締結の代理を行なうことがで

きる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。）が、保険契約者または被保険者が第26条（告知義務）

に定める告知をすることを妨げたとき 

（３）保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第26条に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でな

いことを告げることを勧めたとき 

（４）会社が解除の原因を知った日からその日を含めて１か月を経過したとき 

（５）保険契約が、責任開始の日からその日を含めて２年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日からその日

を含めて２年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由が生じているとき（責任開始時前に原因が生じてい

たことにより、保険金が支払われない場合を含みます。）を除きます。 

２ 前項第２号および第３号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者

が、第26条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認め

られる場合には、適用しません。 

13．重大事由による解除 

第29条（重大事由による解除） 

１ 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約を解除することができます。 

（１）保険契約者、被保険者（死亡保険金の場合は、被保険者を除きます。）または保険金等の受取人がこの保険契約の保険

金等を詐取する目的または第三者に保険金等を詐取させる目的で事故招致（未遂を含みます。）をした場合 

（２）この保険契約の保険金等の請求に関し、保険金等の受取人の詐欺（未遂を含みます。）があった場合 

（３）保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合 

（ア）暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団関係

企業その他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること 

（イ）反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること 

（ウ）反社会的勢力を不当に利用していると認められること 

                                                        

備考 

１．電磁的方法 

第13条（契約締結時の書面）、第26条（告知義務）および第38条（契約年齢または性別の誤りの処理）に定める電磁的

方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。 
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（エ）保険契約者または保険金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経

営に実質的に関与していると認められること 

（オ）その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 

（４）前３号のほか、会社の保険契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を

困難とする前３号に定める事由と同等の重大な事由がある場合 

２ 会社は、保険金等の支払事由（以下、本項において「支払事由」といいます。）が生じた後でも、保険契約を解除するこ

とができます。この場合、前項各号に定める事由の発生時以後に、支払事由が生じていたときは、つぎの各号のとおり取

り扱います。 

（１）会社は、その支払事由については、保険金等（前項第３号のみに該当した場合で、前項第３号（ア）から（オ）まで

に該当したのが保険金等の受取人のみであり、その保険金等の受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金

等のうち、その保険金等の受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下、本項において同じ。）を支払いません。 

（２）会社は、その支払事由により、すでに保険金等を支払っていたときでもその返還を請求することができます。 

３ 本条の規定による解除については、第27条（告知義務違反による解除）第４項から第６項までの規定を準用します。 

４ 前項の規定にかかわらず、第１項第３号の規定により保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第

２項第１号の規定を適用し保険金等を支払わないときは、支払わない保険金等に対応する部分については第27条第６項

の規定を適用し、その部分の解約払戻金を保険契約者に支払います。 

14．解約 

第30条（解約） 

１ 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約払戻金があるときはこれを請求することができます。 

２ 前項の規定により会社が解約払戻金を保険契約者に支払う場合、本条の請求があった時までにすでに到来している保険

料期間の未払込保険料があるときは、会社は、その未払込保険料を解約払戻金から差し引きます。 

15．保険金等の受取人による保険契約の存続 

第31条（保険金等の受取人による保険契約の存続） 

１ 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者（以下、「債権者等」とい

います。）による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて１か月を経過した日に効力

を生じます。 

２ 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金等の受取人は、保険契約者の

同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社

が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じ

ません。 

（１）保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること 

（２）保険契約者でないこと 

３ 第１項の解約の通知が会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは前項の規定により効力が生じなくなるまで

に、保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときで、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、その支

払うべき金額の限度で、前項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払っ

た金額を差し引いた残額を、その保険金等の受取人に支払います。 

（１）保険金等を支払うことにより保険契約が消滅するとき 

（２）出産給付金等を支払うとき 

16．払戻金 

第32条（払戻金） 

解約払戻金および責任準備金は、この保険契約の経過した年月数、給付金支払回数および給付金支払合計額により計算

します。 

17．社員配当 

第33条（社員配当金の割当） 

１ 定款の規定により積み立てた社員配当準備金中から、毎事業年度末につぎの保険契約に対して、会社は、保険業法およ

び同法にかかる命令にもとづき、主務官庁に報告した方法により、保険契約の収支に応じて計算した社員配当金の割当を

行なうことがあります。 

（１）つぎの事業年度中に、契約応当日が到来する保険契約 

（２）つぎの事業年度中に、保険契約の見直しに関する特約による保険契約の見直し（以下、「保険契約の見直し」といいま

す。）または保険金等の支払により消滅する保険契約 

（３）つぎの事業年度中に、保険期間の満了する保険契約（前号に該当する場合を除きます。） 

２ 前項のほか、契約日から所定年数を経過し、かつ、所定の要件を満たす保険契約に対して、会社は、保険業法および同

法にかかる命令にもとづき、主務官庁に報告した方法により、保険契約の収支に応じて計算した社員配当金の割当を行な
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うことがあります。 

第34条（社員配当金の分配） 

１ 前条（社員配当金の割当）第１項第１号の規定により割り当てた社員配当金は、つぎのとおり分配します。 

（１）その事業年度末の属する保険年度末までの保険料が払い込まれている場合には、つぎの保険年度の契約応当日から会

社所定の利息をつけて積み立てます。 

（２）前号の規定により積み立てた社員配当金は、保険契約者の請求があったときまたは保険契約が消滅したときに保険契

約者に支払います。ただし、保険金等の支払により保険契約が消滅するときは保険金等とともに保険金等の受取人に支

払います。 

２ 前条第１項第２号の規定により割り当てた社員配当金は、保険金等を支払うときは保険金等とともに保険金等の受取人

に支払い、保険契約の見直しをするときは見直し価格に充当します。 

３ 前条第１項第３号の規定により割り当てた社員配当金は、保険契約者に支払います。 

４ 前条第２項の規定により割り当てた社員配当金は、つぎのいずれかの方法のうち、会社の定める方法で分配します。 

（１）保険契約が消滅したときに支払う方法 

（２）会社所定の日に第１項第１号の規定に準じて積み立てる方法 

18．特別条件 

第35条（特別条件） 

１ 保険契約の申込の際、被保険者となるべき者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しない場合であっても、その

適合しない内容および程度に応じて、つぎの各号の方法により、会社は、保険契約の責任を負うことがあります。 

（１）保険金削減支払法 

この方法による場合には、契約日から起算する会社の定める保険金削減の期間内に被保険者が死亡したときまたは第

２条（死亡保険金、３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金）第２項第2号に定める３大疾病保険金の支払事由もしく

は同項第3号に定める上皮内新生物診断保険金の支払事由に該当したときは、支払うべき保険金額に会社所定の割合を

乗じて得た金額を死亡保険金、３大疾病保険金または上皮内新生物診断保険金として支払います。ただし、災害または

感染症（別表２）によって被保険者が死亡したときは、保険金の削減はしません。 

（２）特別保険料領収法 

この方法による場合には、特別保険料に対する解約払戻金および責任準備金は、第32条（払戻金）の規定を適用して

計算し、保険契約の解約払戻金には特別保険料に対する解約払戻金を、保険契約の責任準備金には特別保険料に対する

責任準備金をそれぞれ含めるものとします。 

２ 保険金削減の期間および割合ならびに特別保険料の金額は、会社の定める基準に適合しない内容および程度に応じて定

めます。 

19．保険金、給付金の支払に関する取扱 

第36条（保険金、給付金の支払に関する取扱） 

１ 第30条（解約）および第31条（保険金等の受取人による保険契約の存続）の規定により、保険契約が解約された場合

で、解約された日を含む保険料期間の末日（年払契約の場合は、解約された日の直後の月ごと応当日の前日）までに、第

２条（死亡保険金、３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金）第２項または第５条（出産給付金、特定不妊治療給付金）

第１項に定める支払事由に該当したときは、つぎの各号のとおり取り扱います。 

（１）解約がなされず、保険契約が有効中であったとすれば死亡保険金、３大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金、出産

給付金または特定不妊治療給付金が支払われる場合に限り、有効中であったとすれば支払われる限度で、保険契約の有

効中に支払事由が生じたものとみなします。この場合、つぎのとおり取り扱います。 

（ア）死亡保険金が支払われる場合 

会社は、解約された時の死亡保険金受取人（以下、「解約時死亡保険金受取人」といいます。）に死亡保険金を支払

います。ただし、第２条第２項第1号に定める支払額は、保険金額から解約された時の解約払戻金と同額を差し引い

た金額とします。 

（イ）３大疾病保険金が支払われる場合 

会社は、解約された時の３大疾病保険金の受取人に３大疾病保険金を支払います。ただし、第２条第２項第2号に

定める支払額は、保険金額から解約された時の解約払戻金と同額を差し引いた金額とします。 

（ウ）上皮内新生物診断保険金が支払われる場合 

会社は、解約された時の上皮内新生物診断保険金の受取人に上皮内新生物診断保険金を支払います。 

（エ）出産給付金等が支払われる場合 

（ⅰ）会社は、解約された時の出産給付金等の受取人につぎの算式により計算された金額を出産給付金等として支払い

ます。 

第５条第１項第1号または第

2号に定める出産給付金等の

支払額 

＋

その出産給付金等が支払われる場合の第

32条（払戻金）に定める解約払戻金の金

額と同額 
－ 

支払われた解約払戻金の金額

と同額 

（ⅱ）前（ⅰ）の出産給付金等の支払請求が複数ある場合、または、前（ⅰ）の出産給付金等の支払請求以外に第５条

第４項に該当する出産給付金等の支払請求がある場合は、第５条第４項の規定にかかわらず、それらの支払請求を

受け、支払われる出産給付金等について、前（ⅰ）の規定を適用します。この場合、前（ⅰ）中「第５条第１項第
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1号または第2号に定める出産給付金等の支払額」とあるのを「第５条第１項第1号または第2号に定める出産給付

金等の支払額の合計」と読み替えます。 

（２）解約された時に未払込保険料を解約払戻金から差し引くにあたり、差し引くことができなかった金額があるときは、

会社は、その金額を前号により会社が支払うべき金額から差し引きます。 

（３）第１号の支払うべき金額が前号により差し引く金額に不足する場合には、会社は、第１号により支払うべき金額を支

払いません。 

（４）解約時死亡保険金受取人が死亡したときは、その受取人の死亡時の法定相続人を解約時死亡保険金受取人（本号の規

定により解約時死亡保険金受取人となった者の死亡時にその法定相続人がいないときは、本号の規定により解約時死亡

保険金受取人となった者のうち生存している他の解約時死亡保険金受取人）とします。 

（５）解約された時の上皮内新生物診断保険金等の受取人が死亡したときは、第10条（３大疾病保険金、上皮内新生物診断

保険金、出産給付金および特定不妊治療給付金の受取人）第３項から第５項までの規定を準用して支払います。 

２ 第31条第１項に定める債権者等による保険契約の解約が行なわれた場合で、月ごと応当日に解約の効力が生じるとき

は、前項の規定は適用しません。 

20．その他 

第37条（契約年齢の計算） 

１ 契約日における被保険者の年齢（以下、「契約年齢」といいます。）は、満年齢で計算し、１年未満の端数は切り捨てま

す。 

２ 保険契約締結後の被保険者の年齢は、契約年齢に契約応当日ごとに１歳を加えて計算します。 

第38条（契約年齢または性別の誤りの処理） 

１ 保険契約申込書（電磁的方法１による場合を含みます。以下、本条において同じ。）に記載された被保険者の年齢に誤り

のあった場合、実際の年齢が保険契約締結の当時会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約の取消を行なう

ことができるものとし、その他のときは、会社の定める方法により実際の年齢にもとづいて保険料の差額の精算等の取扱

を行ないます。 

２ 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りのあった場合には、会社は、保険契約の取消を行なうことができる

ものとします。 

第39条（時効） 

保険金等、解約払戻金、社員配当金その他の保険契約にもとづく支払金の支払を請求する権利は、これらを行使するこ

とができる時から３年間行使しない場合には消滅します。 

                                                        

備考 

１．電磁的方法 

第13条（契約締結時の書面）、第26条（告知義務）および第38条（契約年齢または性別の誤りの処理）に定める電磁的

方法は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。 
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第７条 特約の消滅 
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第９条 特約の社員配当金 

 ３．特則 

第10条 主契約に特別条件が適用された場合の特則 

第11条 主契約が逓増定期保険契約の場合の特則 

第12条 主契約が出産サポート給付金付３大疾病保障

保険契約の場合の特則 

第13条 複数の保険契約を同一の契約締結時の書面で

引き受ける場合の特則 

 

リビング・ニーズ特約（2012） 

 

 

この特約の趣旨 

この特約は、被保険者の余命が６か月以内と判断されるときに、特約保険金の受取人の請求により、死亡保険金の全部また

は一部について、保険金を支払うことを主な内容とするものです。 

１．この特約の給付に関する規定 

第１条（特約保険金） 

１ この特約の特約保険金は、つぎのとおりです。 

名

称 
支払事由 支 払 額 受取人 特約保険金を支払わない場合

特

約

保

険

金 

被保 険者 の余 命

が６ か月 以内 と

判断されるとき 

主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）

の死亡保険金額のうち特約保険金の受取人が指定し

た金額（以下、「指定保険金額」といいます。）か

ら、会社の定める計算方法により、第３項に定める

特約保険金の請求日から６か月間の指定保険金額に

対応する利息および保険料に相当する金額を差し引

いた金額 

被保険者 

つぎのいずれかにより支払事

由に該当したとき 

ⅰ）保険契約者の故意 

ⅱ）被保険者の故意 

ⅲ）指定代理請求人の故意 

２ 前項の規定にかかわらず、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の保険金の請求に関する規定に定め

る必要書類が会社に到達しないかぎり、会社は、特約保険金を支払いません。 

３ 第１項の規定にかかわらず、前項の必要書類が会社に到達した日（以下、「特約保険金の請求日」といいます。）が主契

約の保険期間の満了（主約款の保険契約の更新に関する規定により主契約が更新される場合および主契約に保険期間満了

時の変更取扱に関する特約が適用される場合（以下、これらの場合を「更新・変更」といいます。）を除きます。）前１年

以内である場合には、会社は、特約保険金を支払いません。 

４ 第１項の指定保険金額の指定については、会社の定める範囲内で取り扱います。 

５ 前項に定めるほか、この特約の被保険者と被保険者が同一である会社の定める他の保険契約にリビング・ニーズ特約が

付加されている場合には、つぎに定めるところによります。（以下、この場合の会社の定める他の保険契約を「他契約」と

いいます。） 

（１）この特約の特約保険金の請求日が他契約の特約保険金の請求日より前である場合  特約保険金の受取人（指定代理

請求人による請求の場合は指定代理請求人とします。以下、本項において同じ。）が指定した保険金額を指定保険金額と

します。 

（２）この特約の特約保険金の請求日が他契約の特約保険金の請求日と同一である場合  特約保険金の受取人が指定した

保険金額にかかわらず、つぎの金額を指定保険金額とします。ただし、この特約および特約保険金の請求日を同一とす

る他契約の特約保険金の受取人が指定した保険金額の合計額が会社の定める金額をこえない場合には、特約保険金の受
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取人が指定した保険金額を指定保険金額とします。 

会社の定める金額 × 特約保険金の受取人が指定した保険金額 ÷

この特約および特約保険金の請求日を同一

とする他契約の特約保険金の受取人が指定

した保険金額の合計額 

（３）この特約の特約保険金の請求日が他契約の特約保険金の請求日より後である場合  会社の定める金額から、特約保

険金の請求日が前の他契約の特約の指定保険金額を差し引いた金額を、指定保険金額の上限とします。 

６ 主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、特約保険

金の請求日に消滅したものとします。 

７ 主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約は、指定保険

金額分だけ特約保険金の請求日に減額されたものとします。この場合、主約款の保険金額の減額に関する規定にかかわら

ず、払戻金を支払いません。 

８ 特約保険金を支払う前に、主約款に定める保険金（３大疾病保障保険契約および出産サポート給付金付３大疾病保障保

険契約の上皮内新生物診断保険金ならびに新３大疾病保障保険（死亡保障100%型）契約の特定疾病診断保険金を除きま

す。以下、本項から第10項までにおいて同じ。）の請求を受け、主約款に定める保険金が支払われるときは、会社は、特

約保険金を支払いません。 

９ 特約保険金が支払われた場合には、その支払後に主約款に定める保険金の請求を受けても、会社は、指定保険金額分に

対応する主約款に定める保険金を支払いません。 

10 主約款に定める保険金が支払われた場合には、その支払後に特約保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いませ

ん。 

11 主約款の保険契約者に対する貸付に関する規定により保険契約者に対する貸付が行なわれている場合には、会社は、会

社が支払うべき金額から、会社の定める計算方法により、その元利金を差し引きます。 

12 特約保険金が支払われることにより、主約款の保険料の払込に関する規定中すでに払い込まれた保険料に対応する保

険料期間中に保険料の全部または一部の払込を要しなくなった場合の取扱に関する規定が適用される主契約については、

当該規定の適用にあたって、特約保険金の請求日から６か月を経過した日を当該規定中の保険料の全部または一部の払込

を要しなくなった事由の生じた日として取り扱います。 

第２条（特約保険金の削減支払） 

前条（特約保険金）の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により前条第１項に定める支払事由に該当した

場合で、その原因により前条第１項に定める支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及

ぼすときは、会社は、特約保険金を削減して支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、指定保険金額分

に対応する責任準備金を下回ることはありません。 

第３条（特約保険金の受取人） 

１ 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の満期保険金受取人（主契約に満期保険金がある場合に限ります。こ

の場合、満期保険金の一部の受取人であるときを含みます。）および死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人である

場合を含みます。）の場合には、第１条（特約保険金）第１項の規定にかかわらず、保険契約者を特約保険金の受取人とし

ます。 

２ 特約保険金の受取人は、第１条第１項については被保険者、前項については保険契約者以外への変更は取り扱いません。 

２．この特約の取扱に関する規定 

第４条（特約の付加） 

１ この特約は、会社の定める主契約の締結の際、その主契約に自動的に付加されます。 

２ 主契約の更新・変更に際し、主契約に付加されているこの特約は、引き続き、更新・変更後の主契約に付加されます。 

第５条（会社の責任開始期） 

会社は、この特約を付加する主契約の責任開始期からこの特約上の責任を負います。 

第６条（指定代理請求人による請求） 

１ 保険契約者は、被保険者の同意を得てあらかじめつぎの各号の範囲内で１人の者を指定することができます。（本項によ

り指定された者を、以下、「指定代理請求人」といいます。）ただし、特約保険金の受取人が法人である場合を除きます。 

（１）つぎの範囲内の者 

（ア）被保険者の戸籍上の配偶者 

（イ）被保険者の直系血族 

（ウ）被保険者の兄弟姉妹 

（エ）前（イ）（ウ）のほか、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の３親等内の親族 

（２）前号のほか、つぎの範囲内の者で、特約保険金の受取人のために特約保険金を請求すべき適当な関係があると会社が

認めた者 

（ア）被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている者 

（イ）被保険者の財産管理を行なっている者 

（ウ）死亡保険金受取人 

（エ）その他前（ア）から（ウ）までに掲げる者と同等の関係にある者 

２ 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、被保険者の同意を得て、前項に定める範囲内で、指定代理請求人を変更指定

することができます。 

３ 前２項の規定にかかわらず、主契約または主契約に付加している他の特約において指定代理請求人を指定する場合は、
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この特約についても同一の指定を行なって下さい。主契約または主契約に付加している他の特約とこの特約について異な

った指定をすることはできません。また、主契約または主契約に付加している他の特約において指定代理請求人を変更指

定する場合は、この特約についても同一の変更指定を行なって下さい。主契約または主契約に付加している他の特約とこ

の特約について異なった変更指定をすることはできません。 

４ 主約款の請求の手続きに関する規定に定める特約保険金の受取人による請求の規定にかかわらず、特約保険金の受取人

が特約保険金の請求を行なう意思表示が困難であると会社が認めたときその他の特約保険金を請求できない特別な事情が

あると会社が認めたときは、前３項の規定により保険契約者が指定または変更指定した指定代理請求人が、特約保険金の

受取人の代理人として特約保険金の請求をすることができます。 

５ 指定代理請求人が前項の請求を行なう場合、指定代理請求人は請求時において第１項各号に定める範囲内であることを

要します。 

６ 第４項の規定により、会社が特約保険金を特約保険金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複してその特約

保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。 

７ 本条の規定にかかわらず、故意に特約保険金の支払事由を生じさせた者または故意に特約保険金の受取人を第４項に定

める特約保険金を請求できない状態に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。 

８ 本条の規定により指定代理請求人が指定されている場合には、主契約の告知義務違反による解除および重大事由による

解除の通知については、主約款の告知義務違反による解除に関する規定に定めるほか、正当な理由によって保険契約者、

被保険者または保険金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知をします。 

第７条（特約の消滅） 

つぎの各号のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。 

（１）第１条（特約保険金）に規定する特約保険金を支払ったとき 

（２）主契約が消滅したとき 

第８条（払戻金） 

この特約の解約払戻金および責任準備金はありません。 

第９条（特約の社員配当金） 

この特約に対する社員配当金はありません。 

３．特則 

第10条（主契約に特別条件が適用された場合の特則） 

主約款に定める特別条件の保険金削減支払法が適用されている主契約の場合で、保険金削減の期間中に特約保険金の請

求があったときには、会社は、指定保険金額に会社所定の割合を乗じて得た金額から、会社の定める計算方法により、特

約保険金の請求日から６か月間の、この金額に対応する利息に相当する金額および指定保険金額に対応する保険料に相当

する金額を差し引いた金額を支払います。ただし、災害または感染症（別表2）によって被保険者が第１条（特約保険金）

第１項の支払事由に該当したときは、本条の規定は適用しません。 

第11条（主契約が逓増定期保険契約の場合の特則） 

主契約が逓増定期保険契約の場合には、つぎのとおりとします。 

（１）第１条（特約保険金）第１項の支払額の規定中、「主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の死亡保険金額」

とあるのは、「主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の死亡保険金額（主契約が逓増定期保険契約の場合は第

３項に定める特約保険金の請求日における主契約の死亡保険金額。以下、同じ。）」と読み替えます。 

（２）第１条第７項中、「指定保険金額分」とあるのは、「指定保険金額分（主契約が逓増定期保険契約の場合は指定保険金

額に対応する基本保険金額分。以下、同じ。）」と読み替えます。 

第12条（主契約が出産サポート給付金付３大疾病保障保険契約の場合の特則） 

主契約が出産サポート給付金付３大疾病保障保険契約の場合で、この特約の特約保険金の請求日が他契約の特約保険金

の請求日と同一であるときには、第１条（特約保険金）第５項第２号の規定にかかわらず、主契約の保険金額を指定保険

金額とします。 

第13条（複数の保険契約を同一の契約締結時の書面で引き受ける場合の特則） 

契約基本約款に定めるところにより、複数の保険契約が同一の契約締結時の書面で引き受けられている場合で、それら

の保険契約について、この特約が付加される保険契約（以下、本条において「付加契約」といいます。）があるときは、つ

ぎのとおりとします。ただし、各付加契約の保険期間の満了（各付加契約が更新・変更される場合を除きます。）前１年間

は、その付加契約については本条の規定を適用しません。 

（１）付加契約に付加されているこの特約について特約保険金の請求があったときは、すべての付加契約について特約保険

金の請求があったものとして取り扱います。 

（２）第１条（特約保険金）第１項に定める死亡保険金額は、各付加契約の死亡保険金額を合算した金額とします。 

（３）付加契約に３大疾病保障保険契約、身体障害保障保険契約、介護保障保険契約または新３大疾病保障保険（死亡保障

100%型）契約がある場合には、前２号の規定にかかわらず、つぎのとおりとします。 

（ア）付加契約に３大疾病保障保険契約がある場合で、つぎのいずれかに該当したときは、第１条第１項に定める死亡保

険金額には、３大疾病保障保険契約の死亡保険金は含みません。 

① 特約保険金を支払う前に、３大疾病保険金の請求を受け、３大疾病保険金が支払われるとき 

② ３大疾病保険金が支払われた場合で、その支払後に特約保険金の請求を受けたとき 

（イ）付加契約に身体障害保障保険契約がある場合で、つぎのいずれかに該当したときは、第１条第１項に定める死亡保

険金額には、身体障害保障保険契約の死亡保険金は含みません。 
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① 特約保険金を支払う前に、身体障害保険金の請求を受け、身体障害保険金が支払われるとき 

② 身体障害保険金が支払われた場合で、その支払後に特約保険金の請求を受けたとき 

（ウ）付加契約に介護保障保険契約がある場合で、つぎのいずれかに該当したときは、第１条第１項に定める死亡保険金

額には、介護保障保険契約の死亡保険金は含みません。 

① 特約保険金を支払う前に、介護保険金の請求を受け、介護保険金が支払われるとき 

② 介護保険金が支払われた場合で、その支払後に特約保険金の請求を受けたとき 

（エ）付加契約に新３大疾病保障保険（死亡保障100%型）契約がある場合で、つぎのいずれかに該当したときは、第１

条第１項に定める死亡保険金額には、新３大疾病保障保険（死亡保障100%型）契約の死亡保険金は含みません。 

① 特約保険金を支払う前に、３大疾病保険金の請求を受け、３大疾病保険金が支払われるとき 

② ３大疾病保険金が支払われた場合で、その支払後に特約保険金の請求を受けたとき 

（４）第１条第１項に定める金額の指定にあたっては、会社の定める範囲内で、各付加契約の指定保険金額の合計額として

の金額を指定するものとします。 

（５）各付加契約の指定保険金額は、会社の定める範囲内で、前号で指定する金額を基準として、特約保険金の請求日にお

ける各付加契約の死亡保険金額の割合に応じて、各付加契約の死亡保険金額から指定されたものとします。 

（６）第１条第５項の規定にかかわらず、付加契約に付加されているこの特約（以下、「この特約」といいます。）の被保険

者と被保険者が同一である他契約（付加契約は含まれません。以下、同じ。）にリビング・ニーズ特約が付加されている

場合には、つぎに定めるところによります。 

（ア）この特約の特約保険金の請求日が他契約の特約保険金の請求日より前である場合  この特約の特約保険金の受取

人（指定代理請求人による請求の場合は指定代理請求人とします。以下、本号において同じ。）が前号の規定にもとづ

き指定した金額を、各付加契約の指定保険金額とします。 

（イ）この特約の特約保険金の請求日が他契約の特約保険金の請求日と同一である場合  この特約の特約保険金の受取

人が指定した保険金額にかかわらず、つぎの金額が第４号で指定された金額であったものとして、前号の規定にもと

づき指定した金額を各付加契約の指定保険金額とします。ただし、この特約および特約保険金の請求日を同一とする

他契約の特約保険金の受取人が指定した保険金額の合計額が会社の定める金額をこえない場合には、この特約の特約

保険金の受取人が前号の規定にもとづき指定した金額を各付加契約の指定保険金額とします。 

会社の定める金額 × 
この特約の特約保険金の受取人が指定

した保険金額 
÷

この特約および特約保険金の請求日を同

一とする他契約の特約保険金の受取人が

指定した保険金額の合計額 

（ウ）この特約の特約保険金の請求日が他契約の特約保険金の請求日より後である場合  会社の定める金額から、特約

保険金の請求日が前の他契約の特約の指定保険金額を差し引いた金額を、第４号で指定する金額の上限とします。 

（７）特定契約において養老保険契約または年金保険契約がある場合には、第３条（特約保険金の受取人）第１項中「主契

約の満期保険金受取人（主契約に満期保険金がある場合に限ります。この場合、満期保険金の一部の受取人であるとき

を含みます。）および死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。）」とあるのは、「特定契約

の満期保険金受取人（特定契約に満期保険金がある場合に限ります。この場合、満期保険金の一部の受取人であるとき

を含みます。）、特定契約の年金受取人（特定契約に年金がある場合に限ります。この場合、年金の一部の受取人である

ときを含みます。）および特定契約の死亡保険金受取人（死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。）」と読み替

えます。 

（８）この特約を解約するときは、主契約とともに解約する場合を除き、すべての特定契約に付加されているこの特約につ

いて解約することを要します。 
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第１条（特約の適用） 

１ この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間中において、保険契約者から、主たる保険契約の普通保険約款（以

下、「主約款」といいます。）に定める保険料払込方法（経路）のうち口座振替扱の申出があり、かつ、会社がこれを承諾

した場合に適用します。 

２ この特約を適用するには、つぎの条件を満たすことを要します。 

（１）保険契約者の指定する口座（以下、「指定口座」といいます。）が、会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融

機関等（以下、「提携金融機関」といいます。）に設置されていること 

（２）保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から会社の口座へ保険料の口座振替を委託すること 

第２条（契約日の特則） 

１ 月払の保険契約締結の際にこの特約を付加するときには、主約款の規定にかかわらず、この特約の適用される保険契約

の契約日は、会社の責任開始の日の属する月の翌月１日とし、保険期間その他保険契約についての期間および契約年齢は、

その日を基準として計算します。 

２ 会社の責任開始の日から前項の契約日の前日までの間に、主約款および特約の約款の規定にもとづいて保険金等の保険

給付を行なうべき事由または保険料の払込の免除を行なうべき事由が発生したときには、会社の責任開始の日から前項の

契約日の前日までの期間についても、保険期間、契約日の属する保険契約についての期間および第１保険年度とみなして、

主約款および特約の約款の規定を適用します。 

第３条（保険料の払込） 

１ 保険料は、主約款の規定にかかわらず払込期月中の会社の定めた日（以下、「振替日」といいます。ただし、この日が提

携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日を振替日とします。）に、指定口座から保険料相当額を会社の口座に振替え

ることによって会社に払い込まれるものとします。 

２ 前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。 

３ 同一の指定口座から２件以上の保険契約の保険料を振替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定

できないものとします。 

４ 保険契約者は、あらかじめ保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。 

５ 会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。 

６ 第１項の規定にかかわらず、主約款の規定により保険契約の一部を一時払とする場合、保険契約者は、払込期月中に第

１回保険料を金融機関等の会社の指定した口座に振り込むことにより払い込んで下さい。この場合、会社の指定した口座

に振り込まれた時に、その保険料の払込があったものとします。 

第４条（口座振替不能の場合の取扱） 

１ 振替日に保険料の口座振替が不能となった場合は、振替日の翌月の応当日に再度口座振替を行ないます。翌月の応当日

にも口座振替が不能となった場合は、翌々月の応当日に口座振替を行ないます。 

２ 月払契約について前項の規定を適用する場合、払込期月の到来した２か月分または３か月分の保険料の口座振替を行な

います。ただし、指定口座の預入額がその金額に満たない場合には、払込期月の到来した保険料のうちその到来した払込

期月の時期の早いものに係る保険料から払込があったものとし、指定口座の預入額の範囲内で口座振替可能な月数分の保

険料の口座振替を行ないます。 

３ 前２項の規定による保険料の口座振替が不能の場合には、保険契約者は、主約款に定める払込期月内に保険料の払込が

ない場合の取扱における保険契約を解除する日の前日までに、払込期月の到来した保険料を会社の本店または会社の指定

した場所に払い込んで下さい。 

第５条（諸変更） 

１ 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している

提携金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し

出て下さい。 

２ 保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出て他の保険料払込

方法（経路）を選択して下さい。 

３ 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合に

は、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更するか他の保険料払込方法（経路）を選択して下さい。 

４ 会社または提携金融機関の事情により、会社は、振替日を変更することがあります。この場合、会社は、その旨をあら

かじめ保険契約者に通知します。 

第６条（特約の消滅） 

１ つぎの場合には、この特約は消滅します。 

（１）保険料の払込を要しなくなったとき 

（２）他の保険料払込方法（経路）に変更されたとき 

（３）保険料の前納が行なわれたとき 

（４）第１条（特約の適用）第２項に該当しなくなったとき 

２ 前項第３号の規定により、この特約が消滅した場合には、保険料払込方法（経路）は金融機関等への振込扱に変更した
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ものとします。 

第７条（複数の保険契約を同一の契約締結時の書面で引き受ける場合の特則） 

１ 契約基本約款に定める特定契約にこの特約を適用する場合は、対象となる特定契約すべてについて同内容の約款を適用

するものとします。 

２ 前項の場合で、特定契約について第２条（契約日の特則）の規定を適用するときは、対象となる特定契約すべてについ

て同内容にて取り扱うものとします。 
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保険料クレジットカード扱特約 

 

 

第１条（特約の適用） 

１ この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間中において、保険契約者から、主たる保険契約の普通保険約款（以

下、「主約款」といいます。）に定める保険料払込方法（経路）のうちクレジットカード扱の申出があり、かつ、会社がこ

れを承諾した場合に適用します。 

２ この特約が適用できるクレジットカードは、保険契約者が、会社の指定したクレジットカード発行会社（以下、「カード

会社」といいます。）との間で締結された会員規約その他これに準じるもの（以下、「会員規約等」といいます。）にもとづ

き、カード会社より貸与されかつ使用を認められたものに限ります。 

３ 会社は、この特約の適用に際して、カード会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等（以下、

「クレジットカードの有効性等」といいます。）の確認を行なうものとします。 

第２条（契約日の特則） 

１ 月払の保険契約締結の際にこの特約を付加するときには、主約款の規定にかかわらず、この特約の適用される保険契約

の契約日は、会社の責任開始の日の属する月の翌月１日とし、保険期間その他保険契約についての期間および契約年齢は、

その日を基準として計算します。 

２ 会社の責任開始の日から前項の契約日の前日までの間に、主約款および特約の約款の規定にもとづいて保険金等の保険

給付を行なうべき事由または保険料の払込の免除を行なうべき事由が発生したときには、会社の責任開始の日から前項の

契約日の前日までの期間についても、保険期間、契約日の属する保険契約についての期間および第１保険年度とみなして、

主約款および特約の約款の規定を適用します。 

第３条（保険料の払込） 

１ 保険料は、主約款の規定にかかわらず、会社がクレジットカードの有効性等を確認し、カード会社に保険料を請求した

時に、その払込があったものとします。 

２ 同一のクレジットカードにより２件以上の保険契約の保険料を払い込む場合には、保険契約者は、会社に対しその払込

順序を指定できないものとします。 

３ 保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に払い込むことを要します。 

４ 会社は、クレジットカードにより払い込まれた保険料については領収証を発行しません。 

５ 第１項の規定にかかわらず、主約款の規定により保険契約の一部を一時払とする場合、保険契約者は、払込期月中に第

１回保険料を金融機関等の会社の指定した口座に振り込むことにより払い込んで下さい。この場合、会社の指定した口座

に振り込まれた時に、その保険料の払込があったものとします。 

第４条（諸変更） 

１ 保険契約者は、クレジットカードを同一のカード会社の他のクレジットカードに変更することができます。また、カー

ド会社を他のカード会社に変更することができます。この場合、あらかじめ会社に申し出て下さい。 

２ 保険契約者がクレジットカードによる保険料の払込を停止する場合には、あらかじめ会社に申し出て他の保険料払込方

法（経路）を選択して下さい。 

第５条（特約の消滅） 

１ つぎの場合には、この特約は消滅します。 

（１）保険料の払込を要しなくなったとき 

（２）他の保険料払込方法（経路）に変更されたとき 

（３）保険料の前納が行なわれたとき 

（４）会社がクレジットカードの有効性等を確認できなかったとき 

（５）会社がカード会社から保険料相当額を領収できないとき 

（６）カード会社がクレジットカードによる保険料の払込の取扱を停止したとき 

２ 前項第３号、第４号、第５号または第６号の規定により、この特約が消滅した場合には、保険料払込方法（経路）は金

融機関等への振込扱に変更したものとします。 

３ 第１項第４号、第５号または第６号の規定に該当する場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。 

第６条（複数の保険契約を同一の契約締結時の書面で引き受ける場合の特則） 

１ 契約基本約款に定める特定契約にこの特約を適用する場合は、対象となる特定契約すべてについて同内容の約款を適用

するものとします。 

２ 前項の場合で、特定契約について第２条（契約日の特則）の規定を適用するときは、対象となる特定契約すべてについ

て同内容にて取り扱うものとします。 
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保険料団体扱特約（甲） 

 

 

第１条（特約の適用範囲） 

保険料団体扱特約（甲）（以下、「この特約」といいます。）は、会社と団体取扱契約（甲）を締結した官公署、会社、工

場等の団体（以下、「団体」といいます。）に所属し、団体から給与（役員報酬を含みます。）の支払を受ける者を保険契約

者とする保険契約で、保険契約者から団体を通じて、主たる保険契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）に

定める保険料払込方法（経路）のうち、団体扱の申出があり、かつ、会社がこれを承諾したものに適用します。 

第２条（契約日の特則） 

１ 月払の保険契約締結の際にこの特約を付加するときには、主約款の規定にかかわらず、この特約の適用される保険契約

の契約日は、会社の責任開始の日の属する月の翌月１日とし、保険期間その他保険契約についての期間および契約年齢は、

その日を基準として計算します。 

２ 会社の責任開始の日から前項の契約日の前日までの間に、主約款および特約の約款の規定にもとづいて保険金等の保険

給付を行なうべき事由または保険料の払込の免除を行なうべき事由が発生したときには、会社の責任開始の日から前項の

契約日の前日までの期間についても、保険期間、契約日の属する保険契約についての期間および第１保険年度とみなして、

主約款および特約の約款の規定を適用します。 

第３条（保険料率） 

この特約を適用する保険契約の保険料率は、つぎのとおりとします。 

（１）保険契約者数が20人以上の場合 団体保険料率Ａ 

（２）保険契約者数が20人未満の場合 団体保険料率Ｂ 

第４条（保険料の払込） 

１ 第１回保険料（月払契約において、団体から申出がある場合は、第２回保険料を含むことができます。）は、金融機関等

の会社の指定した口座に振り込む方法により払い込んで下さい。この場合には、会社の指定した口座に振り込まれた時に、

その保険料の払込があったものとします。 

２ 第２回以後の保険料（月払契約において、団体から申出がある場合は、第３回以後の保険料）は、団体を経由して払い

込んで下さい。この場合には、団体から払い込まれた時に、その保険料の払込があったものとします。 

第５条（保険料領収証） 

団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しま

せん。 

第６条（社員配当金の支払方法） 

月払契約の社員配当金の支払方法について、特に団体との取りきめがあるときは、その方法によります。 

第７条（特約の消滅） 

１ つぎの場合には、この特約は消滅します。 

（１）保険契約者が団体を脱退したとき 

（２）団体取扱契約（甲）が解約されたとき 

（３）保険料の払込を要しなくなったとき 

（４）保険料の前納が行なわれたとき 

（５）他の保険料払込方法（経路）に変更されたとき 

２ 前項第１号、第２号または第４号の規定により、この特約が消滅した場合には、保険料払込方法（経路）は金融機関等

への振込扱に変更したものとします。 

第８条（特約適用の取扱） 

第１条（特約の適用範囲）の規定にかかわらず、事業保険扱特約（甲）付保険契約の被保険者（以下、「事業保険被保険

者」といいます。）およびその保険契約者たる団体から給与（役員報酬を含みます。）の支払を受ける保険契約者（以下、

「個別保険契約者」といいます。）の合計数（同一人の場合には、１人として計算します。以下、同じ。）が20人以上とな

り、かつ、それらの保険契約の保険料を一括して払い込む場合には、保険契約者から団体を通じて申出があり、かつ、会

社がこれを承諾したときに、この特約を適用します。この場合、第３条（保険料率）の「保険契約者数」は「事業保険被

保険者と個別保険契約者との合計数」と読み替えます。 

第９条（複数の保険契約を同一の契約締結時の書面で引き受ける場合の特則） 

１ 契約基本約款に定める特定契約にこの特約を適用する場合は、対象となる特定契約すべてについて同内容の約款を適用

するものとします。 

２ 前項の場合で、特定契約について第２条（契約日の特則）の規定を適用するときは、対象となる特定契約すべてについ

て同内容にて取り扱うものとします。 
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保険料団体扱特約（乙） 

 

 

第１条（特約の適用範囲） 

保険料団体扱特約（乙）（以下、「この特約」といいます。）は、会社と団体取扱契約（乙）を締結した組合、連合会、同

業団体等、その団体において保険料の一括集金ができる団体（以下、「団体」といいます。）の所属員または構成員を保険

契約者とする保険契約で、保険契約者から団体を通じて、主たる保険契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）

に定める保険料払込方法（経路）のうち、団体扱の申出があり、かつ、会社がこれを承諾したものに適用します。 

第２条（契約日の特則） 

１ 月払の保険契約締結の際にこの特約を付加するときには、主約款の規定にかかわらず、この特約の適用される保険契約

の契約日は、会社の責任開始の日の属する月の翌月１日とし、保険期間その他保険契約についての期間および契約年齢は、

その日を基準として計算します。 

２ 会社の責任開始の日から前項の契約日の前日までの間に、主約款および特約の約款の規定にもとづいて保険金等の保険

給付を行なうべき事由または保険料の払込の免除を行なうべき事由が発生したときには、会社の責任開始の日から前項の

契約日の前日までの期間についても、保険期間、契約日の属する保険契約についての期間および第１保険年度とみなして、

主約款および特約の約款の規定を適用します。 

第３条（保険料率） 

この特約を適用する保険契約の保険料率は、団体保険料率Ｂとします。 

第４条（保険料の払込） 

１ 第１回保険料（月払契約において、団体から申出がある場合は、第２回保険料を含むことができます。）は、金融機関等

の会社の指定した口座に振り込む方法により払い込んで下さい。この場合には、会社の指定した口座に振り込まれた時に、

その保険料の払込があったものとします。 

２ 第２回以後の保険料（月払契約において、団体から申出がある場合は、第３回以後の保険料）は、団体を経由して払い

込んで下さい。この場合には、団体から払い込まれた時に、その保険料の払込があったものとします。 

第５条（保険料領収証） 

団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は、払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行しま

せん。ただし、特に団体との取りきめによって、個々に領収証を発行することがあります。 

第６条（社員配当金の支払方法） 

月払契約の社員配当金の支払方法について、特に団体との取りきめがあるときは、その方法によります。 

第７条（特約の消滅） 

１ つぎの場合には、この特約は消滅します。 

（１）保険契約者が団体を脱退したとき 

（２）団体取扱契約（乙）が解約されたとき 

（３）保険料の払込を要しなくなったとき 

（４）保険料の前納が行なわれたとき 

（５）他の保険料払込方法（経路）に変更されたとき 

２ 前項第１号、第２号または第４号の規定により、この特約が消滅した場合には、保険料払込方法（経路）は金融機関等

への振込扱に変更したものとします。 

第８条（複数の保険契約を同一の契約締結時の書面で引き受ける場合の特則） 

１ 契約基本約款に定める特定契約にこの特約を適用する場合は、対象となる特定契約すべてについて同内容の約款を適用

するものとします。 

２ 前項の場合で、特定契約について第２条（契約日の特則）の規定を適用するときは、対象となる特定契約すべてについ

て同内容にて取り扱うものとします。 
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別表１ 必要書類 

項  目 請 求 書 類 

１．死亡保険金 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第２条、第３条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 

(3) 被保険者の住民票 

(4) 死亡保険金の受取人の戸籍抄本 

(5) 死亡保険金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 

 

官公署、会社、工場、組合等の団体（団体の代表者を含みます。以

下、本別表１において「団体」といいます。）を保険契約者および

死亡保険金受取人とし、その団体から給与等の支払いを受ける従業

員を被保険者とする保険契約の場合はあわせて（注）もご覧くださ

い。 

２．３大疾病保険金 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第２条） 

上皮内新生物診断保険金 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第２条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 会社所定の様式による医師の診断書 

(3) 被保険者の住民票 

(4) ３大疾病保険金または上皮内新生物診断保険金の受取人の戸籍抄

本 

(5) ３大疾病保険金または上皮内新生物診断保険金の受取人本人であ

ることを確認できる会社所定の書類 

３．出産給付金 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第５条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 被保険者が出産した子の戸籍抄本 

(3) 被保険者の住民票 

(4) 出産給付金の受取人の戸籍抄本 

(5) 出産給付金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 

４．特定不妊治療給付金 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第５条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 会社所定の様式による特定不妊治療を受けた病院または診療所の

特定不妊治療証明書 

(3) 被保険者の住民票 

(4) 特定不妊治療給付金の受取人の戸籍抄本 

(5) 特定不妊治療給付金の受取人本人であることを確認できる会社所

定の書類 

５．満期一時金 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第６条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 被保険者の住民票 

(3) 保険契約者の戸籍抄本 

(4) 保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 

６．特約保険金 

（リビング・ニーズ特約第１条、第２条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 会社所定の様式による医師の診断書 

(3) 被保険者の住民票 

(4) 特約保険金の受取人の戸籍抄本 

(5) 特約保険金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 

７．指定代理請求人による請求 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第19条） 

（リビング・ニーズ特約第６条） 

(1) 代理請求の対象となる保険金等の請求書類 

(2) 被保険者および指定代理請求人の戸籍謄本 

(3) 指定代理請求人の住民票 

(4) 指定代理請求人本人であることを確認できる会社所定の書類 

(5) 代理請求の対象となる保険金等を請求できない特別な事情の存在

を証明する書類 

(6) 被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し 

(7) 指定代理請求人が被保険者の財産管理を行なっている者であると

きは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証

する書類 

８．死亡保険金受取人の変更 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第８条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 
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 規程－34 

項  目 請 求 書 類 

９．遺言による死亡保険金受取人の変更 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第９条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 保険契約者の死亡事実が記載された住民票（ただし、会社が必要と

認めた場合は戸籍抄本） 

(3) 法律上有効な遺言書の写し 

(4) 保険契約者の相続人であることを証する書類 

(5) 保険契約者の相続人本人であることを確認できる会社所定の書類 

10．指定代理請求人の指定・変更指定 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第19条） 

（リビング・ニーズ特約第６条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 

11．保険料払込方法（回数）の変更 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第21条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 

12．保険契約者の変更 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第22条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 

13．解約 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第30条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 

14．保険金等の受取人による保険契約の存続 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第31条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) 保険契約の存続を申し出る保険金等の受取人が保険契約者の親族

または被保険者の親族であることを証する書類（ただし、保険契約

の存続を申し出る者が被保険者である場合を除きます。） 

(3) 保険契約の存続を申し出る保険金等の受取人本人であることを確

認できる会社所定の書類 

(4) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 

15．社員配当金その他の保険契約にもとづく支

払金 

（出産サポート給付金付３大疾病保障保険 

普通保険約款第18条） 

(1) 会社所定の請求書 

(2) その支払金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 

（注） 

・「被保険者の住民票」は、被保険者と保険金等の受取人が同一人である場合には、提出は不要とします。 

・官公署、会社、工場、組合等の団体を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与等の支払いを受け

る従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体がこの保険契約の保険金等の全部またはその相当

部分を遺族補償規定等にもとづく死亡退職金または弔慰金等（以下、「死亡退職金等」といいます。）として被保険者

または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金等の請求の際、つぎの①および②の書類の提出も必要とし

ます。 

①被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書（死亡退職金等の受給者が２人以上である場合には、その

うち１人からの提出で足りるものとします。） 

②保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類 

・会社は、上記以外の書類の提出を求めること、上記の書類の一部を省略することまたは上記の書類の提出以外の会社

の定める方法を認めることがあります。 
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別表２ 対象となる感染症 

対象となる感染症とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容

については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10（2013年版）準拠」によるもの

とします。 

分類項目 基本分類コード 

コレラ 

腸チフス 

パラチフスＡ 

細菌性赤痢
せ き り

 

腸管出血性大腸菌感染症 

ペスト 

ジフテリア 

急性灰
かい

白髄
ずい

炎＜ポリオ＞ 

ラッサ熱 

クリミヤ・コンゴ＜Crimean-Congo＞出血熱

マールブルグ＜Marburg＞ウイルス病 

エボラ＜Ebola＞ウイルス病 

痘瘡
とうそう

 

重症急性呼吸器症候群［SARS］ 

（ただし、病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳ

コロナウイルスであるものに限ります。） 

Ａ００ 

Ａ０１．０ 

Ａ０１．１ 

Ａ０３ 

Ａ０４．３ 

Ａ２０ 

Ａ３６ 

Ａ８０ 

Ａ９６．２ 

Ａ９８．０ 

Ａ９８．３ 

Ａ９８．４ 

Ｂ０３ 

Ｕ０４ 

 

 

別表３ 対象となる悪性新生物 

１．対象となる悪性新生物とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の

内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10（2013年版）準拠」による

ものとします。 

分 類 項 目 基本分類コード 

口唇、口腔及び咽
いん

頭の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

消化器の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

骨及び関節軟骨の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

皮膚の黒色腫
しゅ

及びその他の皮膚の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞（Ｃ43～Ｃ44）のうち 

皮膚の悪性黒色腫
しゅ

 

中皮及び軟部組織の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

乳房の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

女性生殖器の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

男性生殖器の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

腎尿路の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

甲状腺
せん

及びその他の内分泌腺
せん

の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞、原発と記載された又は推定されたもの

独立した（原発性）多部位の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

真正赤血球増加症＜多血症＞ 

骨髄
ずい

異形成症候群 

リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物＜腫瘍
しゅよう

＞（Ｄ47）のうち

 慢性骨髄
ずい

増殖性疾患 

 本態性（出血性）血小板血症 

骨髄
ずい

線維症 

慢性好酸球性白血病［好酸球増加症候群］ 

Ｃ00～Ｃ14 

Ｃ15～Ｃ26 

Ｃ30～Ｃ39 

Ｃ40～Ｃ41 

 

Ｃ43 

Ｃ45～Ｃ49 

Ｃ50 

Ｃ51～Ｃ58 

Ｃ60～Ｃ63 

Ｃ64～Ｃ68 

Ｃ69～Ｃ72 

Ｃ73～Ｃ75 

Ｃ76～Ｃ80 

Ｃ81～Ｃ96 

Ｃ97 

Ｄ45 

Ｄ46 

 

Ｄ47.1 

Ｄ47.3 

Ｄ47.4 

Ｄ47.5 

 

 

 



出産サポート給付金付３大疾病保障保険 別表 

 規程－36 

２．上記１において「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類 腫瘍
しゅよう

学（NCC監修） 第3.1版」

中、新生物の性状を表す第５桁コードがつぎのものをいいます。 

第５桁性状コード番号 

／３ ・・・悪性、原発部位 

／６ ・・・悪性、転移部位 

       悪性、続発部位 

／９ ・・・悪性、原発部位又は転移部位の別不詳 

 

（注）厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類 腫瘍
しゅよう

学」において、診断確定日以前に新たな版が公表され、新たな版

における新生物の性状を表す第5桁コードによれば対象となる悪性新生物に分類される疾病がある場合その他これと同等

の事情が認められる疾病がある場合には、とくに会社が必要と認めたときは、その疾病を対象となる悪性新生物に含める

ことがあります。 

 

 

別表４ 対象となる急性心筋梗塞
そく

 

対象となる急性心筋梗塞
そく

とは、表１によって定義づけられる疾病で、かつ、平成27年２月13日総務省告示第35号に定め

られた分類項目中表２に規定されるものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害お

よび死因統計分類提要ICD-10（2013年版）準拠」によるものとします。 

表１ 対象となる急性心筋梗塞
そく

の定義 

疾病名 疾 病 の 定 義 

急性心筋梗塞
そく

 冠状動脈の閉塞
そく

または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死
え し

に陥った疾病

であり、原則として以下の３項目を満たす疾病 

（１）典型的な胸部痛の病歴 

（２）新たに生じた典型的な心電図の梗塞
そく

性変化 

（３）心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 

表２ 対象となる急性心筋梗塞
そく

の基本分類コード 

疾病名 分 類 項 目 基本分類コード 

急性心筋梗塞
そく

 虚血性心疾患（Ｉ20～Ｉ25）のうち 

急性心筋梗塞
そく

 

再発性心筋梗塞
そく

 

 

Ｉ21 

Ｉ22 

 

 

別表５ 対象となる脳卒中 

対象となる脳卒中とは、表１によって定義づけられる疾病で、かつ、平成27年２月13日総務省告示第35号に定められた

分類項目中表２に規定されるものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死

因統計分類提要ICD-10（2013年版）準拠」によるものとします。 

表１ 対象となる脳卒中の定義 

疾病名 疾 病 の 定 義 

脳卒中 脳血管の異常（脳組織の梗塞
そく

、出血および頭蓋
がい

外部からの塞
そく

栓が含まれる）により脳の血液の循

環が急激に障害されることによって、２４時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こ

した疾病 

表２ 対象となる脳卒中の基本分類コード 

疾病名 分 類 項 目 基本分類コード 

脳卒中 

 

脳血管疾患（Ｉ60～Ｉ69）のうち 

くも膜下出血 

脳内出血 

脳梗塞
そく

 

 

Ｉ60 

Ｉ61 

Ｉ63 
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別表６ 対象となる上皮内新生物等 

１．対象となる上皮内新生物等とは、平成27年２月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項

目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10（2013年版）準拠」に

よるものとします。 

分 類 項 目 基本分類コード 

皮膚の黒色腫
しゅ

及びその他の皮膚の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞（Ｃ43～Ｃ44）のうち 

皮膚のその他の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

上皮内新生物＜腫瘍
しゅよう

＞ 

 

Ｃ44 

Ｄ00～Ｄ09 

 

２．上記１において「上皮内新生物等」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類 腫瘍
しゅよう

学（NCC監修） 第3.1 

版」中、新生物の性状を表す第５桁コードがつぎのものをいいます。 

(1) 皮膚のその他の悪性新生物＜腫瘍
しゅよう

＞（Ｃ44） 

第５桁性状コード番号 

／３ ・・・悪性、原発部位 

／６ ・・・悪性、転移部位 

       悪性、続発部位 

／９ ・・・悪性、原発部位又は転移部位の別不詳 

(2) 上皮内新生物＜腫瘍
しゅよう

＞（Ｄ00～Ｄ09） 

第５桁性状コード番号 

／２ ・・・上皮内癌
がん

 

       上皮内 

非浸 潤
しんじゅん

性 

非侵襲性 

 

（注）厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類 腫瘍
しゅよう

学」において、診断確定日以前に新たな版が公表され、新たな版

における新生物の性状を表す第5桁コードによれば対象となる上皮内新生物等に分類される疾病がある場合その他これと

同等の事情が認められる疾病がある場合には、とくに会社が必要と認めたときは、その疾病を対象となる上皮内新生物等

に含めることがあります。 

 

 

別表７ 病院または診療所 

「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。 

(1) 医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所 

なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および

有料老人ホームは含まれません。 

(2) 前号の場合と同等の日本国外にある医療施設 

 

 

別表８ 手術 

急性心筋梗塞
そく

および脳卒中について対象となる「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除

などの操作を加えるものであり、かつ、つぎの①～④に該当するものを指します。吸引、穿刺
せ ん し

などの処置および神経ブロッ

クは除きます。 

 

①開頭術 

②開胸術 

③ファイバースコープ手術 

④血管・バスケットカテーテル手術 

 

 

別表９ 病院または診療所 

「病院または診療所」とは、医療法に定める日本国内にある病院または診療所とします。なお、介護保険法に定める介護

老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。 
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お客様 ID 発行等、お客様のサービス利用に

関するとりきめを記載しています。 

※個人のお客様について、契約日が２０２４年１０月１日以前の場合はお客様ＩＤ規

程が、契約日が２０２４年１０月２日以降の場合はログインＩＤ利用規程が適用さ

れます。 

※２０２４年４月現在の内容を記載しており、変更の可能性があります。 

変更後の内容につきましては、当社ホームページ（https://www.nissay.co.jp）で

ご覧いただけます。また、ホームページを閲覧できる環境にない場合は、ニッセイ

トータルパートナー、最寄りのお客様窓口またはニッセイコールセンターに連絡く

ださい。 

お客様ＩＤ規程・ 

ログインＩＤ利用規程 



 
 

 規程－40

お客様ＩＤ規程 

（２０２４年４月２日改定） 

お客様ＩＤ規程の趣旨 

お客様ＩＤ規程は、つぎの各号に関して定めたものです。 

（１）お客様ＩＤとパスワードの発行 

保険契約者等が締結している保険契約等のうち、日本生命保険相互会社（以下、「会社」といいます。）が定める保険

契約等（以下、「本規程適用契約」といいます。）をとりまとめて保険契約者等にお客様ＩＤとパスワードを発行します。 

（２）各種サービスの利用 

お客様ＩＤとパスワードが発行された保険契約者等は、会社が定める場合に本規程に定める各種サービス（以下、「各

種サービス」といいます。）を利用することができます。 

 

第１編 お客様ＩＤの発行に関する規定 

 

第１条（お客様ＩＤの発行） 

１ お客様ＩＤは、保険契約者等が保険契約を締結するとき（保険契約者変更等により新たに保険契約者等になる場合を含

みます。）等に発行を申し込むことができます。 

２ 会社が前項の申込を承諾した場合には、本規程適用契約をとりまとめて保険契約者等にお客様ＩＤを発行します。 

３ 本規程に定める保険契約者等とは、会社所定の要件を満たすつぎの各号に定める者をいいます。 

（１）保険契約者 

（２）据置支払を選択した保険金等の受取人 

（３）年金開始後の年金受取人 

（４）保障内容の変更取扱に関する特則に定める承継保険契約者 

（５）継続サポート年金支払期間中の継続サポート年金の受取人 

（６）生活サポート年金支払期間中の生活サポート年金の受取人 

４ 保険契約者等は、お客様ＩＤの発行申込時に、会社との取引のために会社指定の金融機関等の口座（以下、「取引口座」

といいます。）を届け出るものとします。ただし、保険契約者等が法人の場合その他会社が定める場合を除きます。 

５ 会社が定める場合には、保険契約者等に金銭を支払うときに、取引口座に振り込む方法によって行うことがあります。 

振込が不能な場合は、会社の定める方法によります。 

６ 保険契約者等または保険契約によっては、つぎの各号に定める取扱の全部または一部が適用されない場合があります。 

（１）第２条（パスワードの登録）に定める取扱 

（２）第３条（パソコンまたは携帯電話等による取引）に定める取扱 

（３）第４条（会社所定の専用端末による取引）に定める取扱 

（４）第５条（電話による取引）に定める取扱 

第２条（パスワードの登録） 

１ 会社がお客様ＩＤの発行を承諾した場合には、保険契約者等に会社が付与した仮パスワードを発行します。 

２ 前項のほか、保険契約者等の申出により会社は仮パスワードを発行します。仮パスワード発行後は、既に登録されてい

るパスワードがあっても、これを無効とします。 

３ 保険契約者等は、前２項の規定により発行された仮パスワードを用いて、会社が定める方法によりパスワードを登録す

ることを要します。保険契約者等は、生年月日、電話番号、住所の番地、お客様ＩＤまたは同数字等他人が容易に推測で

きる番号をパスワードとして登録してはならないものとし、会社は、登録されているパスワードが生年月日、電話番号、

住所の番地、お客様ＩＤまたは同数字等他人が容易に推測できる番号であると判断した場合は、保険契約者等にその旨を

連絡します。この場合、保険契約者等は会社が定める方法によりパスワードを変更することを要します。パスワードの変

更が行われない場合は、会社は第３条から第５条に定めるパスワードを使用した取引（以下、「お客様ＩＤによる取引」と

いいます。）を停止することがあります。 

 パスワードの登録が行われない場合はお客様ＩＤによる取引ができません。 

４ 保険契約者等が、会社の定める方法により事前にメールアドレスを登録した場合には、第３条第３項および第４条第２

項に定めるメールによる仮パスワードの発行を申し出ることができます。 

５ 保険契約者等は、事前に登録したメールアドレス（以下、「登録メールアドレス」といいます。）に変更が生じたときは、

ただちに会社に通知してください。 

６ パスワード、仮パスワードおよび登録メールアドレスは、保険契約者等が他人に知られないよう責任をもって管理する

ものとします。 

 

第２編 お客様ＩＤによる取引に関する規定 

 

第３条（パソコンまたは携帯電話等による取引） 

１ 第１条第４項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、パソコンまたは携帯電話等から会社のインターネット

ホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様ＩＤまたは保険契約を特定する番号、ならびにパスワードおよび保

険契約者等の生年月日の月日を送信することにより、本規程適用契約について、会社の定める方法により、会社の定める



 
 

 

 規程－41

お
客
様
Ｉ
Ｄ
規
程
・ 

ロ
グ
イ
ン
Ｉ
Ｄ
利
用
規
程 

取扱の範囲内で、その適用される約款に定めるつぎの取引およびその他会社の定める取引ができます。なお、取引によっ

ては、保険契約者等が金額等を送信することを要します。 

（１）保険契約貸付の請求および元利金の返済 

（２）積立配当金、据置支払となった保険金等（以下、「据置保険金」といいます。）の支払請求 

（３）年金の種類の変更、年金支払期間の変更、年金の一括支払、年金の請求および第１回年金支払日の変更 

（４）給付金・保険金等の請求 

（５）保険料の払込、保険料払込方法（経路）の変更および指定口座等の変更 

（６）保険金等の受取人の変更 

（７）指定代理請求人の指定、変更指定 

（８）ご契約者サポートサービス規程に定めるご契約者サポートサービスの申込、変更、停止 

（９）その他会社の定める取引 

２ 第１条第４項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、パソコンまたは携帯電話等から会社のインターネット

ホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様ＩＤまたは保険契約を特定する番号、ならびにパスワード、保険契

約者等の生年月日の月日および会社が発行する所定の番号（以下、「所定の番号」といいます。）を送信することにより、

本規程適用契約について、会社の定める方法により、会社の定める取扱の範囲内で、その適用される約款に定めるつぎの

取引およびその他会社の定める取引ができます。なお、取引によっては、保険契約者等が金額等を送信することを要しま

す。 

（１）指定代理請求人による保険金等の請求に関する特則、リビング・ニーズ特約等の付加 

（２）定期保険等の更新等の手続 

（３）解約、保険金額・年金額・給付金額・給付日額の減額等の請求 

（４）払済保険への変更請求 

（５）特約変更の申込 

（６）その他会社の定める取引 

３ 前２項に定めるほか、第１条第４項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、前条第４項の規定によりメール

アドレスを登録した場合には、会社の定める基準にもとづき、パソコンまたは携帯電話等から会社のインターネットホー

ムページにアクセスし、その指示に従い、お客様ＩＤまたは保険契約を特定する番号、ならびに保険契約者等のカナ氏名、

生年月日、および登録メールアドレスを送信すること等、会社の定める方法により、メールによる仮パスワードの発行を

申し出ることができます。 

４ 第６条の規定により手数料をいただく場合は、保険契約者等が第１項に基づいて指定した金額と手数料の金額との合計

を取引金額とします。 

５ パソコンまたは携帯電話等による取引の支払額の単位、１回あたりおよび１日あたりの支払限度額は会社所定の金額に

なります。 

６ パソコンまたは携帯電話等による取引で、会社が保険契約者等に金銭を支払うときは、取引口座に振り込む方法によっ

て行います。振込が不能な場合は、会社の定める方法によります。 

７ 第１項から第３項の取引は、会社の定める取引時間内に限ります。 

８ 故障等により、パソコンまたは携帯電話等による取引ができないときは、第４条または第５条に定める方法、または請

求書等による方法で、取引を行ってください。 

第４条（会社所定の専用端末による取引） 

１ 第１条第４項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、会社所定の専用端末（以下、「専用端末」といいます。）

を使用して、つぎの取引ができます。取引によっては、保険契約者等が金額等を送信することを要します。 

なお、2024年9月22日以降、会社は、会社の定める取扱の範囲内で、保険契約者等が事前に登録した連絡先電話番号、

メールアドレス、携帯電話番号に、所定の番号（以下、「確認コード」といいます。）を送信する場合があります。このと

き、保険契約者等は受信した確認コードを会社の定める方法により入力することを要します。 

（１）専用端末から、会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様ＩＤまたは保険契約を特

定する番号、ならびにパスワードおよび保険契約者等の生年月日の月日を送信することにより、本規程適用契約につい

て、会社の定める方法により、会社の定める取扱の範囲内で、その適用される約款に定める前条第１項第１号から第９

号に定める取引およびその他会社の定める取引ができます。 

（２）専用端末から、会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様ＩＤまたは保険契約を特

定する番号、ならびにパスワード、保険契約者等の生年月日の月日および所定の番号を送信することにより、本規程適

用契約について、会社の定める方法により、会社の定める取扱の範囲内で、その適用される約款に定める前条第２項第

１号から第６号に定める取引およびその他会社の定める取引ができます。 

（３）専用端末から、専用システムにより、その指示に従い、パスワードを入力することにより、本規程適用契約について、

会社の定める方法により、会社の定める取扱の範囲内で、その適用される約款に定めるつぎの取引およびその他会社の

定める取引ができます。 

① 保険金等の受取人の変更 

② 指定代理請求人の指定、変更指定 

③ その他会社の定める取引 

２ 前項に定めるほか、第１条第４項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、第２条第４項の規定によりメール

アドレスを登録した場合には、会社の定める基準にもとづき専用端末を使用してつぎのとおりメールによる仮パスワード

の発行を申し出ることができます。 

（１）専用端末から、会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様ＩＤまたは保険契約を特
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定する番号、ならびに保険契約者等のカナ氏名、生年月日、および登録メールアドレスを送信すること等、会社の定め

る方法により、メールによる仮パスワードの発行を申し出ることができます。 

（２）専用端末から、専用システムにより、その指示に従い手続きすること等、会社の定める方法により、メールによる仮

パスワードの発行を申し出ることができます。 

３ 故障等により、専用端末による取引ができないときは、前条または第５条に定める方法、または請求書等による方法で、

取引を行ってください。 

４ 前３項に定めるほか、前条第４項から第７項の規定を準用します。この場合、前条の「パソコンまたは携帯電話等によ

る取引」は「専用端末による取引」と読み替えます。 

第５条（電話による取引） 

１ 第１条第４項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、電話を使用して、その指示に従い、お客様ＩＤまたは

保険契約を特定する番号、およびパスワードを送信することにより、本規程適用契約について、会社の定める方法により、

会社の定める取扱の範囲内で、その適用される約款に定めるつぎの取引およびその他会社の定める取引ができます。なお、

取引によっては保険契約者等が金額等を送信することを要します。  

（１）保険契約貸付の請求 

（２）積立配当金、据置保険金の支払請求 

（３）その他会社の定める取引 

２ 故障等により、電話による取引ができないときは、第３条または前条に定める方法、または請求書等による方法で、取

引を行ってください。 

３ 前２項に定めるほか、第３条第４項から第７項の規定を準用します。この場合、第３条の「パソコンまたは携帯電話等

による取引」は「電話による取引」と読み替えます。 

第６条（手数料） 

本規程に定める取引、その他会社の定める場合について、所定の手数料をいただくことがあります。 

第７条（保険契約貸付についての細則） 

１ 保険契約貸付制度がある保険契約の保険契約者が、普通保険約款または保険契約者に対する貸付に関する特則の規定に

より貸付を受けるときには、普通保険約款または保険契約者に対する貸付に関する特則に定めるほか、つぎのとおり取り

扱います。ただし、予定利率変動型年金保険（無配当H１４）、無配当変額年金保険（Ｈ１３）、変額年金保険（無配当H

１４）、最低死亡保障増加型変額年金保険（無配当H１４）については、普通保険約款に定めるところにより取り扱います。 

（１）貸付金の利息は会社の定める利率により複利で計算し、１年未満の期間についての利息は年365日の日割りで計算し

ます。 

（２）前号の利率は、毎年１月および７月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化その

他相当の事由がある場合に、その利率を変更することがあります。利率を変更する場合は、１月の見直しのときは４月

１日から、７月の見直しのときは10月１日から既貸付および新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。ただし、無

配当年金保険（予定利率変動型）については、５年ごとの契約応当日に予定利率に応じて見直しを行います。この場合、

５年ごとの契約応当日から変更後の利率を適用します。 

２ 第11条の規定によりお客様ＩＤが消滅する場合で、保険契約貸付の残高があるときには、貸付金の全額が返済されるま

で、引き続き前項の規定が適用されます。 

 

第３編 お客様ＩＤの取扱に関する規定 

 

第８条（情報の利用） 

１ 会社は、本規程が適用されている保険契約者等について、保険契約の内容、お客様ＩＤ発行申込書記載事項、その他の

知り得た保険契約者等の情報について、会社が定める「個人情報保護方針」に則り取扱うものとします。 

２ 会社は、各種サービスの提供を行うため、グループ会社や提携会社等に保険契約者等の情報を提供することがあります。 

第９条（複数の本規程適用契約がある場合の取扱） 

複数の本規程適用契約がある保険契約者等が、第３条から第５条に定める取引を行う場合（会社の定める場合を除きま

す。）、複数の本規程適用契約についての取引を同時に行うことができます。 

第10条（保険契約の追加等の場合の取扱） 

本規程が適用されている保険契約者等が、新たに会社と保険契約を締結した場合（保険契約者変更等により新たに保険

契約者となる場合等を含みます。）、会社の定める基準により、当該保険契約についても本規程適用契約に追加します。 

第11条（お客様ＩＤの消滅等） 

１ 保険契約の消滅（年金開始後に、年金開始日前の保険契約者以外の者が年金受取人になった場合や、継続サポート年金

支払期間開始後に、継続サポート年金支払期間前の保険契約者以外の者が継続サポート年金の受取人になった場合等を含

み、会社の定める保険契約に見直しを行うことにより消滅する場合等を除きます。）または保険契約者の変更等により、本

規程適用契約がすべて消滅したとき、または保険契約者等が死亡したときには、お客様ＩＤは消滅し、以後、本規程に定

める各種サービスを利用することはできません。 

２ 前項に定める場合のほか、保険契約者等が会社所定の必要書類を提出のうえ申し出たときには、パソコンまたは携帯電

話等による取引、専用端末による取引または電話による取引を停止することがあります。 

第12条（会社の免責） 

１ 第３条から第５条に定める取引を行う場合で、会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全

対策を講じたにもかかわらず、システムまたは通信回線等の障害により取引に遅延・不能等が発生したときには、そのた
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めに生じた損害については、会社は責任を負いません。 

２ 第３条から第５条に定める取引を行う場合で、災害・事変等会社の責めに帰すことのできない事由または裁判所等公的

機関の措置等やむを得ない事由により、取引に遅延・不能等が発生したときには、そのために生じた損害については、会

社は責任を負いません。 

３ 第３条から第５条に定める取引を行う場合で、会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全

対策を講じたにもかかわらず、パソコンまたは携帯電話等、専用端末、電話の通信経路等において盗聴等がなされたこと

により、保険契約者等のお客様ＩＤ、パスワード、仮パスワード、登録メールアドレスまたは取引情報等が漏洩したとき

には、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。 

４ 第３条第１項および第４条第１項第１号に定める取引を行う場合で、会社が、つぎの第１号、第３号および第４号につ

いてそれぞれ一致を確認し、もしくは第２号、第３号および第４号についてそれぞれ一致を確認し、受信内容を保険契約

者等の請求内容として取引を行ったときには、お客様ＩＤ、保険契約を特定する番号、パスワード、または保険契約者等

の生年月日の月日に、不正取得、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、会社の責めに帰

すべき事由がない限り、会社は責任を負いません。 

（１）会社が受信したお客様ＩＤと会社が発行したお客様ＩＤ 

（２）会社が受信した保険契約を特定する番号と会社が指定した保険契約を特定する番号 

（３）会社が受信したパスワードと会社に登録されているパスワード 

（４）会社が受信した生年月日の月日と会社に登録されている保険契約者等の生年月日の月日 

５ 第３条第２項および第４条第１項第２号に定める取引を行う場合で、会社が、つぎの第１号、第３号、第４号および第

５号についてそれぞれ一致を確認し、もしくは第２号、第３号、第４号および第５号についてそれぞれ一致を確認し、受

信内容を保険契約者等の請求内容として取引を行ったときには、お客様ＩＤ、保険契約を特定する番号、パスワード、保

険契約者等の生年月日の月日、または所定の番号に、不正取得、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損

害については、会社の責めに帰すべき事由がない限り、会社は責任を負いません。 

（１）会社が受信したお客様ＩＤと会社が発行したお客様ＩＤ 

（２）会社が受信した保険契約を特定する番号と会社が指定した保険契約を特定する番号 

（３）会社が受信したパスワードと会社に登録されているパスワード 

（４）会社が受信した生年月日の月日と会社に登録されている保険契約者等の生年月日の月日 

（５）会社が受信した所定の番号と会社が発行した所定の番号 

６ 第３条第３項および第４条第２項第１号に定めるメールによる仮パスワードの発行の申出があった場合で、会社が、つ

ぎの第１号、第３号、第４号および第５号についてそれぞれ一致を確認し、もしくは第２号、第３号、第４号および第５

号についてそれぞれ一致を確認し、受信内容を保険契約者等の請求内容としてメールによる仮パスワードの発行を行った

ときには、お客様ＩＤ、保険契約を特定する番号、保険契約者等のカナ氏名、生年月日、または登録メールアドレスに、

不正取得、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、会社の責めに帰すべき事由がない限り、

会社は責任を負いません。 

（１）会社が受信したお客様ＩＤと会社が発行したお客様ＩＤ 

（２）会社が受信した保険契約を特定する番号と会社が指定した保険契約を特定する番号 

（３）会社が受信したカナ氏名と会社に登録されている保険契約者等のカナ氏名 

（４）会社が受信した生年月日と会社に登録されている保険契約者等の生年月日 

（５）会社が受信したメールアドレスと会社に登録されているメールアドレス 

７ 第４条第１項第３号に定める取引を行う場合で、会社が受信したパスワードと会社に登録されているパスワードについ

て一致を確認し、受信内容を保険契約者等の請求内容として取引を行ったときには、パスワードに不正取得、不正使用そ

の他の事故があっても、そのために生じた損害については、会社の責めに帰すべき事由がない限り、会社は責任を負いま

せん。 

８ 第４条第２項第２号に定めるメールによる仮パスワードの発行の申出があった場合で、会社が、過失なく本人確認を行

ったにもかかわらず、その申出が本人以外の者による申出であったときには、そのために生じた損害については、会社は

責任を負いません。 

９ 第５条に定める取引を行う場合で、会社が、つぎの第１号および第３号についてそれぞれ一致を確認し、もしくは第２

号および第３号についてそれぞれ一致を確認し、受信内容を保険契約者等の請求内容として取引を行ったときには、お客

様ＩＤ、保険契約を特定する番号、またはパスワードに、不正取得、不正使用その他の事故があっても、そのために生じ

た損害については、会社は責任を負いません。 

（１）会社が受信したお客様ＩＤと会社が発行したお客様ＩＤ 

（２）会社が受信した保険契約を特定する番号と会社が指定した保険契約を特定する番号 

（３）会社が受信したパスワードと会社に登録されているパスワード 

 

第４編 終身保険（有配当2012）等の発売前の保険契約の取扱に関する規定 

 

第13条（会社所定のカードの取扱） 

１ 有配当終身保険（Ｈ１１）契約その他の会社の定める保険契約（以下、「有配当終身保険契約等」といいます。）の保険

契約者等のうち、会社所定のカードを貸与された保険契約者等は、会社所定のカードを会社の本店または会社の指定した

窓口に提示し、登録されているパスワードを入力することにより、会社の定める本人を証明する資料の提出に代えること

ができます。ただし、会社の定める営業時間内に限ります。 
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２ 保険契約者等は、貸与された会社所定のカードについて、他人に使用されないよう責任をもって管理するものとします。 

第14条（自動取引機による取引） 

１ 有配当終身保険契約等の保険契約者等のうち、会社所定のカードを貸与された保険契約者等は、会社の自動取引機およ

び会社が指定した提携先の自動取引機（以下、「取引機」といいます。）を設置した場所においては、取引機に会社所定の

カードを挿入し、取引機の指示に従い、パスワードを送信することにより、本規程適用契約のうち、有配当終身保険契約

等について、会社の定める方法により、その適用される約款に定めるつぎの取引およびその他会社の定める取引ができま

す。ただし、第２条第３項の規定によりパスワードの登録が行われない場合は、取引はできません。なお、取引によって

は保険契約者等が金額等を送信することを要します。 

（１）保険契約貸付の請求および元利金の返済 

（２）積立配当金、据置保険金の支払請求 

（３）会社の定める保険料の払込 

（４）その他会社の定める取引 

２ 第６条の規定により手数料をいただく場合は、保険契約者等が前項に基づいて指定した金額と手数料の金額との合計を

取引金額とします。 

３ 取引機による支払額の単位、１回あたりおよび１日あたりの支払限度額は会社所定の金額になります。 

４ 第１項の取引は、会社の定める取引時間内に限ります。 

５ 故障等により、取引機による取引ができないときは、第３条から第５条に定める方法、または請求書等による方法で、

取引を行ってください。 

６ 複数の本規程適用契約がある保険契約者等が、本条に定める取引を行う場合（会社の定める場合を除きます。）、複数の

本規程適用契約についての取引を同時に行うことができます。 

７ 前項の場合において、取引を行う保険契約の指定は会社所定の順序で行うものとします。 

８ 前項は、複数の本規程適用契約がある保険契約者等が取引を行う保険契約を選択しない場合に準用します。 

９ 保険契約者等が取引機により第１項に定めるいずれの取引も行わないまま10年を経過した場合には、会社の定める基準

により取引機による取引を休止することがあります。 

10 前項により取引機による取引が休止となった保険契約者等は、必要書類を会社の本店または会社の指定した場所に提出

する等会社の定める手続きにより、取引機による取引を再開することができます。 

第15条（偽造カード等による取引等） 

偽造および変造カードによる前条第１項第１号および第２号に定める取引（ただし、保険契約貸付元利金の返済を除き

ます。）については、保険契約者等の故意による場合または当該取引について会社が善意かつ無過失であって保険契約者等

に重大な過失があることを会社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 

この場合、保険契約者等は、会社所定の書類を提出し、会社所定のカードおよびパスワードの管理状況、被害状況、警

察への通知状況等について会社の調査に協力するものとします。 

第16条（盗難カードによる取引等） 

１ 会社所定のカードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた第14条第１項第１号および第２号に定める取

引（ただし、保険契約貸付元利金の返済を除きます。）については、つぎの各号のすべてに該当する場合、保険契約者等は

会社に対して当該取引にかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 

（１）会社所定のカードの盗難に気づいてからただちに、第17条第１項に定める会社への通知が行われていること 

（２）会社の調査に対し、保険契約者等より十分な説明が行われていること 

（３）会社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示

していること 

２ 前項の請求がなされた場合、当該取引が保険契約者等の故意による場合を除き、会社は、第17条第１項に定める会社へ

の通知が行われた日の30日（ただし、会社に通知することができないやむを得ない事情があることを保険契約者等が証明

した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた取引にかかる損害（手

数料や利息を含みます。）の額に相当する金額（以下、「補てん対象額」といいます。）を補てんするものとします。ただし、

当該取引が行われたことについて、会社が善意かつ無過失であり、かつ、保険契約者等に過失があることを会社が証明し

た場合には、会社は補てん対象額の４分の３に相当する金額を補てんするものとします。 

３ 前２項の規定は、第17条第１項に定める会社への通知が、盗難が行われた日（当該盗難が行われた日が明らかでないと

きは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な取引が最初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行

われた場合には、適用されないものとします。 

４ 第２項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当することを会社が証明した場合には、会社は補てん責任を負いませ

ん。 

（１）当該取引が行われたことについて、会社が善意かつ無過失であり、かつ、つぎのいずれかに該当する場合   

① 保険契約者等に重大な過失があることを会社が証明した場合   

② 保険契約者等の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人（家事全般を行ってい

る家政婦（夫）等。）によって行われた場合 

③ 保険契約者等が、被害状況についての会社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合   

（２）戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して会社所定のカードが盗難にあった場合   

５ 保険契約者等が、当該取引にかかる損害（手数料や利息を含みます。）について、つぎの請求権の全部または一部の支払

いを受けた場合、会社は、保険契約者等が支払いを受けた金額を第２項に定める補てんの金額から控除します。ただし、

第２項ただし書の適用がある場合は、会社は、保険契約者等が支払いを受けた金額が、補てん対象額の４分の１を超える

ときに限り、当該超える金額を第２項ただし書に定める補てんの金額から控除します。 
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（１）当該取引が効力を有しない場合に、保険契約者等が会社に対して有する当該取引にかかる払戻請求権 

（２）当該取引が効力を有する場合に、保険契約者等が当該取引を行った者またはその他の第三者に対して有する損害賠償

請求権または不当利得返還請求権   

６ 保険契約者等が第２項に定める補てんを受けた場合、保険契約者等は、当該補てんを受けた金額の限度において、前項

第１号の請求権にかかる支払の請求を行うことができません。 

７ 保険契約者等は、当該取引を行った者またはその他の第三者から第５項第２号の請求権の全部または一部の支払いを受

けた場合は、会社に対し当該支払いを受けたことおよびその金額をすみやかに通知することとします。また、会社が第２

項に定める補てんを行った場合、会社は、当該補てんを行った金額の限度において、保険契約者等の有する第５項第２号

の請求権を取得します。 

第17条（会社所定のカードの偽造、盗難、紛失、損傷、届出事項の変更等） 

１ 会社所定のカードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを

認知した場合には、保険契約者等はただちに会社の本店または会社の指定した場所に通知し、ただちに必要書類を会社の

本店または会社の指定した場所に提出してください。この通知を受けたときは、会社は、ただちに会社所定のカードの取

扱、パソコンまたは携帯電話等による取引、専用端末による取引および電話による取引の停止の措置を講じます。 

 この通知前に生じた会社のカード機能に関する損害については、第15条および前条に定める場合を除き、会社は責任を

負いません。 

２ 会社所定のカードを損傷した場合またはパスワード、氏名、取引口座、振替口座、およびその他の届出事項を変更する

場合には、保険契約者等はただちに必要書類を会社の本店または会社の指定した場所に提出する等、会社が定める方法で

手続きをするものとします。 

３ 前２項の提出があった場合には、会社は、必要と認めたときには、所定の手続きの後、保険契約者等に会社所定のカー

ドを再貸与します。この場合、相当の期間をおくことがあります。会社所定のカードを再貸与する場合は、前2項の提出

があったときから、従前の会社所定のカードは無効とし、会社に返却するものとします（盗難・紛失の場合は、従前の会

社所定のカードが見つかった場合に返却するものとします。）。 

４ 提携カード会社等への届出および提携カード会社等のカード機能に関する損害については、提携カード会社等が別に定

める規定に従うものとします。 

５ 前項の届出があった場合には、会社および提携カード会社等は、必要と認めたときには、所定の手続きの後、保険契約

者等にクレジット提携カードを再貸与します。クレジット提携カードを再貸与する場合は、前項の届出があったときから、

従前のクレジット提携カードは無効とし、提携カード会社等に返却するものとします（盗難・紛失の場合は、従前のクレ

ジット提携カードが見つかった場合に返却するものとします。）。 

第18条（会社所定のカードの譲渡、質入等の禁止） 

保険契約者等は、会社所定のカードを譲渡、貸与、質入または担保提供することはできません。 

第19条（会社所定のカードの有効期限） 

１ クレジット提携カードの有効期限は会社が指定するものとし、クレジット提携カード表面に記載された年月の末日まで

とします。 

２ クレジット提携カードの有効期限が到来する場合で、会社および提携カード会社等が引き続き適当と認めるときには、

新しいクレジット提携カードを貸与します。この場合には、引き続き本規程を適用し、以後も同様とします。 

３ クレジット提携カード以外の会社所定のカードについて、会社は、その有効期限を特に指定することがあります。有効

期限が到来した場合で、会社が引き続き適当と認めるときは、新しい会社所定のカードを貸与します。 

第20条（会社の免責） 

１ 第13条第１項または第14条に定める会社所定のカードおよびパスワードによる方法により、会社が取引に使用された

会社所定のカードが会社が保険契約者等に貸与したカードであること、および入力もしくは送信されたパスワードが登録

されているパスワードと一致していることを確認のうえ、取引を行った場合には、会社所定のカードまたはパスワードに

つき偽造、変造、不正取得、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第15条および第16

条に定める場合を除き、会社は責任を負いません。 

２ 第13条第１項および第14条に定める取引を行う場合で、会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシ

ステム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたは通信回線等の障害により取引に遅延・不能等が発生したときに

は、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。 

３ 第13条第１項および第14条に定める取引を行う場合で、災害・事変等会社の責めに帰すことのできない事由または裁

判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、取引に遅延・不能等が発生したときには、そのために生じた損害につ

いては、会社は責任を負いません。 

４ 第14条に定める取引を行う場合で、会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じ

たにもかかわらず、取引機の通信経路等において盗聴等がなされたことにより、保険契約者等のお客様ＩＤおよびパスワ

ード、取引情報等が漏洩したときには、そのために生じた損害については、第15条および第16条に定める場合を除き、

会社は責任を負いません。 

第21条（会社所定のカードの取扱の停止等） 

１ 第11条に定める場合のほか、つぎの各号のいずれかに該当した場合には、会社所定のカードの取扱、パソコンまたは携

帯電話等による取引、専用端末による取引および電話による取引を停止することがあります。 

（１）保険契約者等が会社所定の必要書類を提出のうえ、申し出たとき 

（２）保険契約者等が提携カード会社等との契約を解約したとき 

（３）提携カード会社等の定めるところにより、提携カード会社等がクレジット提携カード取扱を不適当と認めたとき 

（４）保険契約者等が会社所定のカードの改ざんまたは不正使用を行ったとき 
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（５）会社所定のカードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると会社が判断した場合 

（６）その他本規程に違反した場合等、会社が本規程による取扱を不適当と認めたとき   

２ 第11条の規定によりお客様ＩＤが消滅した場合または前項の規定により会社所定のカードの取扱、パソコンまたは携帯

電話等による取引、専用端末による取引もしくは電話による取引を停止した場合、会社所定のカードは無効とし、会社（ク

レジット提携カードの場合は提携カード会社等）に返却するものとします。 

ただし、クレジット提携カードについて、第11条（保険契約者等の死亡の場合を除きます。）または前項第１号、第４

号、第５号、もしくは第６号に該当した場合で、提携カード会社等が、提携カード会社等の定める期限まで引き続きカー

ド利用を認めたときには、提携カード会社等のカードとしては引き続き利用できます。 

３ 会社が、第11条または第１項の会社所定のカードの取扱を停止する前に、会社所定のカードにより取引がなされ、損害

が生じた場合には、第15条および第16条に定める場合を除き、会社は責任を負いません。 

第22条（裏書の省略） 

本規程適用契約のうち、有配当終身保険契約等について、保険金額の増額、特約の途中付加その他の契約内容の諸変更

を行った場合には、保険証券への裏書を省略することがあります。 

第23条（保険契約貸付についての細則） 

１ 本規程適用契約のうち、有配当終身保険契約等について、保険契約貸付制度がある保険契約の保険契約者が、普通保険

約款または保険契約者に対する貸付に関する特則の規定により貸付を受けるときには、第７条の規定に加え、つぎのとお

り取り扱います。ただし、予定利率変動型年金保険（無配当Ｈ１４）、無配当変額年金保険（Ｈ１３）、変額年金保険（無

配当Ｈ１４）、最低死亡保障増加型変額年金保険（無配当Ｈ１４）については、普通保険約款に定めるところにより取り扱

います。 

（１）貸付金の元利金は保険契約が有効に継続している間（年金保険の場合は年金開始日前の、保険契約が有効に継続して

いる間）いつでも、全額または一部を返済することができます。 

（２）保険契約貸付および普通保険約款に定める保険料の自動振替貸付の貸付金の元利合計額が解約払戻金額をこえた場合、

会社は積立配当金を貸付金の元利金返済にあてることがあります。 

（３）貸付金増額の場合、増額部分は既貸付元利金と合算して新しい貸付として取り扱います。 

（４）利息は、毎年の貸付応当日に元金に繰り入れます。 

２ 保険契約者等は、前項第１号の規定により、貸付金の元利金の一部を返済するときには、銀行口座振替により貸付金の

元利金を返済する方法を選択することができます。この場合、保険契約貸付自動返済特約条項の規定するところによりま

す。 

３ 第11条の規定によりお客様ＩＤが消滅する場合で、保険契約貸付の残高があるときには、貸付金の全額が返済されるま

で、引き続き第１項の規定が適用されます。 

 

第５編 付則 

 

第24条（無断転載等の禁止） 

本規程にもとづくサービスにおいて会社が提供する一切の情報については、無断で複製、引用、転載または転送等を行

うことを禁止します。 

第25条（準拠法） 

本規程は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。 

第26条（規程の変更、廃止、補充）  

１ 会社は、つぎのいずれかに該当する場合、保険契約者等の事前の承諾なしに、本規程を変更または廃止することができ

るものとします。この場合、変更日以降は変更後の規程を適用し、廃止日以降は本規程の適用を終了します。 

（１）保険契約者等の利益に適合するとき 

（２）会社が合理的根拠（本サービスの趣旨や経済情勢等による事業環境の変化等）に基づき必要と判断したとき 

２  前項の場合、変更（廃止）日まで相当な期間を設けて（前項第１号による変更は除く）、会社は変更内容および変更日 

（廃止する場合は廃止日）を会社のインターネットホームページ等で通知します。 

3 保険契約者等がクレジット提携カードを提携カード会社等のカードとして利用する場合には、提携カード会社等が別に

定めるカード規定を適用します。 

第27条（仮パスワードの有効期限） 

つぎの各号に定める仮パスワードは、所定の期日経過後に無効となります。 

（１）2013年11月30日以前に発行された仮パスワード 

（２）つぎの保険契約をとりまとめて発行されたお客様ＩＤについて発行された仮パスワード 

①無配当変額年金保険（Ｈ１３） 

②変額年金保険（無配当Ｈ１４） 

③最低死亡保障増加型変額年金保険（無配当Ｈ１４） 

④予定利率変動型年金保険（無配当Ｈ１４） 

⑤積立利率変動型年金保険（無配当Ｈ１６）（Ⅰ型） 

⑥積立利率変動型年金保険（無配当Ｈ１６）（Ⅱ型） 

⑦積立利率変動型一時払終身保険（無配当Ｈ１７）（円建） 

⑧積立利率変動型一時払終身保険（無配当Ｈ１７）（米ドル建） 

⑨積立利率変動型年金保険（無配当Ｈ１８）（Ⅰ型） 
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⑩積立利率変動型年金保険（無配当Ｈ１８）（Ⅱ型） 

⑪年金原資保証機能付株価指数連動型年金保険（無配当Ｈ２０） 

⑫予定利率変動型一時払逓増終身保険（無配当Ｈ２２） 

第28条（経過措置）  

１ 「ニッセイカード規定」（1998年３月30日改定）によりニッセイカードを貸与されている保険契約者等については、

2010年４月２日より「お客様ＩＤ規程」を適用します。 

２ 前項の場合、本規程の「会社所定のカード」は、「ニッセイカード」に読み替えます。 

３ 2010年４月１日以前にニッセイ保険口座を開設していた保険契約者等については、2010年４月２日より「お客様Ｉ

Ｄ規程」を適用します。この場合、本規程の「会社所定のカード」は、「ニッセイ保険口座カード」に読み替えます。 

４ 2010年４月１日以前に締結された保険契約のうち、ニッセイ保険口座の開設により、会社の定める保険料割引制度が

適用されている契約については、2010年４月２日以降も、会社の定める方法により、保険料の割引を継続することがあ

ります。  

５ 2018年９月23日以降、つぎの各号に定める条項は、効力を失います。ただし、2018年９月22日以前に、第14条第

１項第１号および第２号に定める取引が行われた場合、2018年９月23日以降も、第15条および第16条の条項は失効せ

ず、当該取引について、第15条および第16条の条項を適用します。 

（１）第13条から第21条 

（２）第26条第３項 

６ 2020年９月20日以降、つぎの各号に定める条項は、効力を失います。ただし、2020年９月19日以前に、第５条第

１項に定める取引が行われた場合、2020年９月20日以降も、第12条第１項・第２項・第３項・第９項の条項は失効せ

ず、当該取引について、第12条第１項・第２項・第３項・第９項の条項を適用します。 

（１）第１条第６項第４号 

（２）第５条 

（３）第12条第９項 

７ 2020年９月20日以降、つぎの各号に定める条項の「第５条」の文言は、「第４条」に改めます。ただし、2020年９

月19日以前に、第５条第１項に定める取引が行われた場合、2020年９月20日以降も、当該取引について、本項本文に

より改める前の第２条第３項および第12条第１項・第２項・第３項を適用します。 

（１）第２条第３項 

（２）第９条 

（３）第12条第１項・第２項・第３項 

（４）第14条第５項 

８ 2020年９月20日以降、つぎの各号に定める条項の「または第５条」の文言は、削除します。 

（１）第３条第８項 

（２）第４条第３項 

９ 2022年４月２日以降、第23条第２項は、効力を失います。ただし、2022年４月１日以前に、第23条第２項に定め

る取引が行われた場合、2022年４月２日以降も、第23条第２項は失効せず、当該取引について、第23条第２項を適用

します。 

10 2024年９月22日以降、保険契約者等が会社の定める方法により「ログインＩＤ利用規程」を締結した場合、以降は本

規程の適用を終了します。なお、保険契約貸付の残高があるときには、貸付金の全額が返済されるまで、「ログインＩＤ利

用規程」の「保険契約貸付についての細則」を引き続き適用します。 

11 2025年４月１日以降、第３条第１項、第２項、第４項、第５項および第６項は効力を失います。また、第４条第３項

の規定は「故障等により、専用端末による取引ができないときは、請求書等による方法で取引を行ってください。」に改め

ます。 

第29条（各種書面等におけるお客様ＩＤ、パスワード、仮パスワードの呼称） 

各種書面等において、「お客様ＩＤ」を「お客様番号（お客様ＩＤ）」と、「パスワード」を「暗証番号（パスワード）」

または「暗証番号」と、「仮パスワード」を「初期暗証番号（仮パスワード）」または「初期暗証番号」と、それぞれ呼称

することがあります。 
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ログインＩＤ利用規程 

（２０２４年９月２２日創設） 

前文 

この規程（以下「本規程」といいます。）は、日本生命保険相互会社（以下「当社」といいます。）が提供するアプリ「日本

生命アプリ」およびホームページ（これらを合わせて、以下「ニッセイマイページ」といいます。）等を通じて、本規程に定め

る当社が提供する各種サービス（以下「本サービス」といいます。）について、本サービスをご利用いただく皆さま（以下「本

サービス利用者」といいます。）に応じた利用条件を定めるものです。本サービスをご利用になる前に、本規程をよくお読みい

ただき、ご同意のうえご利用ください。 

 

第１章 用語の定義 

 

第１条（用語の定義） 

本規程において用いられる用語の意味は、別段の定めがある場合を除き、以下のとおりとします。 

用語 意味 

契約者 当社所定の要件を満たすつぎの各号に定める者をいい、契約者かつ契約関係者

の場合を含みます。 

（１）保険契約者 

（２）据置支払を選択した保険金等の受取人 

（３）年金開始後の年金受取人 

（４）保障内容の変更取扱に関する特則に定める承継保険契約者 

（５）継続サポート年金支払期間中の継続サポート年金の受取人 

（６）生活サポート年金支払期間中の生活サポート年金の受取人 

契約関係者 当社所定の要件を満たすつぎの各号に定める者をいい、契約者かつ契約関係者

の場合を含みます。 

（１）被保険者 

（２）死亡保険金等の受取人 

（３）指定代理請求人 

（４）後継保険契約者 

（５）ご契約者サポートサービス規程に定めるご契約者サポートサービスの登

録家族 

その他の本サービス利用者 本サービス利用者のうち、契約者または契約関係者のいずれにも該当しない者

をいいます。 

契約関係者等 契約関係者およびその他の本サービス利用者をいいます。 

自動取引サービス 本サービスのうち、契約者がニッセイマイページ等を通じて利用できる当社所

定のサービスをいいます。 

契約関係者向けサービス 本サービスのうち、契約関係者がニッセイマイページを通じて利用できる当社

所定のサービスをいいます。 

他サービスへの連動機能 本サービス利用者がニッセイマイページ等を通じて当社または提供会社が提供

するサービスを利用できる機能をいいます。 

お客様番号（お客様ＩＤ） 契約者が締結している保険契約等のうち、当社が定める保険契約等（以下「本

規程適用契約」といいます。）をとりまとめて所定の契約者に発行する番号をい

い、契約者が初めてログインＩＤを登録するとき等に使用します。 

初期暗証番号 当社が契約者に発行する番号をいい、契約者が暗証番号を登録するとき等に使

用します。 

暗証番号 契約者が初期暗証番号を用いて登録する任意の番号をいい、当社所定の専用端

末を使用するとき等に使用します。 

ログインＩＤ 本サービス利用者が登録する任意の文字列をいい、ニッセイマイページにログ

インするとき等に使用します。 

ログインパスワード 本サービス利用者が登録する任意の英数字混在の文字列をいい、ニッセイマイ

ページにログインするとき等に使用します。 

本人認証 本サービスを利用しようとしている者が本サービス利用者本人であるかを確認

することをいいます。 

確認コード 本サービス利用者の本人認証のために、本サービス利用者が事前に確認コード

送信先として登録したメールアドレス、携帯電話番号（これらを合わせて、以

下「確認コード送信先」といいます。）に対し、当社が送信する番号をいいます。 
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生体情報 個人の顔、指紋、虹彩、声紋、掌紋等の身体の一部の特徴のうち、当社が認め

る情報をいいます。 

認証データ 当社が提供する生体認証に関する機能（以下「生体認証機能」といいます。）に

あらかじめ登録された本サービス利用者の生体情報をいいます。 

生体認証 本サービス利用者の生体情報と認証データとを照合することをいいます。 

生体認証サービス 生体認証機能により生体認証を行うことによって本人認証を行うサービスをい

います。 

知的財産権 著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（それらの

権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出現する権利を含みます。）

をいいます。 

 

第２章 本サービスの利用 

 

第２条（登録） 

１ 契約者は、本サービスを利用するにあたり、つぎの各号に定める方法により、申込および登録を行うものとします。 

（１）お客様番号（お客様ＩＤ）は、契約者が保険契約を締結するとき（保険契約者変更等により新たに契約者になる場合

を含みます。）等に発行を申し込むことができます。このとき、契約者が未成年の場合その他当社が定める場合を除き、

当社との取引のために当社指定の金融機関等の口座（以下「取引口座」といいます。）を届け出るものとします。当社が

申込を承諾した場合には、本規程適用契約をとりまとめて契約者にお客様番号（お客様ＩＤ）および初期暗証番号を発

行します。ただし、契約者が未成年の場合、この初期暗証番号を発行しないため、本サービスの一部を利用できません。 

（２）契約者は、前号の規定にもとづき発行された初期暗証番号を用いて、当社の定める方法により暗証番号を登録するこ

とを要します。 

（３）契約者は、つぎの（ア）および（イ）を用いて、当社の定める方法により、ログインＩＤ、ログインパスワードおよ

び確認コード送信先を登録することを要します。 

（ア）お客様番号（お客様ＩＤ）または保険契約を特定する番号 

（イ）暗証番号または初期暗証番号 

（４）第３項に定める方法により、ログインＩＤ等を登録している場合、契約者は、当社の定める方法によりお客様番号（お

客様ＩＤ）と紐づけることを要します。 

２ 前項第１号の取引口座について、当社が定める場合には、契約者に金銭を支払うときに、取引口座に振り込む方法によ

って行うことがあります。振込が不能な場合は、当社の定める方法によります。 

３ 契約関係者等は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める方法により、ログインＩＤ、ログインパスワードおよ

び確認コード送信先等を登録することを要します。ただし、契約関係者等が未成年の場合、本サービスは利用できません。 

４ 前３項の登録には、つぎの各号に定める条件を満たすことを要します。 

（１）暗証番号 

契約者は、生年月日、電話番号、住所の番地、お客様番号（お客様ＩＤ）または同数字等他人が容易に推測できる番

号を暗証番号として登録してはならないものとし、当社は、登録されている暗証番号が生年月日、電話番号、住所の番

地、お客様番号（お客様ＩＤ）または同数字等他人が容易に推測できる番号であると判断した場合は、契約者にその旨

を連絡することがあります。この場合、契約者は当社が定める方法により暗証番号を変更することを要します。暗証番

号の変更が行われない場合は、当社は本サービスを停止することがあります。 

（２）ログインＩＤ 

本サービス利用者は、確認コード送信先または任意の文字列をログインＩＤとして登録することを要します。１人の

本サービス利用者が複数のログインＩＤを登録してはならないものとします。また、任意の文字列を登録する場合、数

字のみの文字列や、＠等の一部文字は使用できません。なお、契約者の場合、お客様番号（お客様ＩＤ）をログインＩ

Ｄとして登録することもできます。 

（３）ログインパスワード 

本サービス利用者は、名前、生年月日、電話番号もしくは住所等の個人情報、よく使われる英単語等をそのまま使用

しているもの、または推測しやすい並び方や安易な組合せのもの等他人が容易に推測できる情報の組合せをログインパ

スワードとして登録してはならないものとし、当社は、登録されているログインパスワードが名前、生年月日、電話番

号もしくは住所等の個人情報、よく使われる英単語等をそのまま使用しているもの、または推測しやすい並び方や安易

な組合せのもの等他人が容易に推測できる情報の組合せであると判断した場合は、本サービス利用者にその旨を連絡す

ることがあります。この場合、本サービス利用者は当社が定める方法によりログインパスワードを変更することを要し

ます。ログインパスワードの変更が行われない場合は、当社は本サービスを停止することがあります。 

（４）確認コード送信先 

本サービス利用者は、ご家族等と共用していないご自身の連絡先のうち、常に確認可能なものを当社が定める方法に

より登録することを要します。第三者の連絡先を登録してはならないものとします。 

５ 前４項にかかわらず、本サービス利用者または保険契約によっては、本サービスの全部または一部を利用できない場合

があります。 

６ 本サービス利用者は、第１項第３号または第３項の規定にもとづき登録した確認コード送信先に対し、当社の定める方
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法により、ログインＩＤの照会またはログインパスワードの再登録を申し出ることができます。 

７ 第１項第１号のほか、契約者の申出により当社は初期暗証番号を発行します。初期暗証番号発行後は、既に登録されて

いる暗証番号があっても、これを無効とします。 

８ 契約者は、つぎの各号に定めるメールアドレスに対して、当社の定める基準にもとづき、当社の定める方法により、メ

ールによる初期暗証番号の発行を申し出ることができます。 

（１）確認コード送信先メールアドレス 

（２）その他当社の定める方法により事前に登録したメールアドレス 

９ 本規程が適用されている契約者が、新たに当社と保険契約を締結した場合（保険契約者変更等により新たに保険契約者

となる場合等を含みます。）、当社の定める基準により、当該保険契約についても本規程適用契約に追加します。 

第３条（停止・終了） 

１ 当社は、本サービス利用者に関して、以下のいずれかの事由に該当する場合、本サービス利用者への事前通知を行うこ

となく本サービスの全部または一部の利用停止・終了、登録の抹消、登録メールアドレス・携帯電話番号の削除、および、

損害賠償請求等の必要な対応を行うことがあります。 

（１）当社に提供した登録内容の全部または一部につき虚偽（当初の登録内容に変更があったにもかかわらず変更の手続を

しなかった場合を含みます。）があった場合  

（２）本サービス利用者が本規程に違反した場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合 

（３）本サービス利用者が成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、成年後見人、保佐人ま

たは補助人の同意等を得ていなかった場合 

（４）本サービス利用者が反社会的勢力（第15条に定めます。）に関わる者である場合、またはそのおそれがある場合 

（５）その他、当社が利用の継続を不適切と判断した場合 

２ 契約者は、つぎの各号に定める場合、お客様番号（お客様ＩＤ）が消滅し、以降は本サービスを利用することはできま

せん。 

（１）保険契約の消滅（年金開始後に、年金開始日前の保険契約者以外の者が年金受取人になった場合や、継続サポート年

金支払期間開始後に、継続サポート年金支払期間前の保険契約者以外の者が継続サポート年金の受取人になった場合等

を含み、当社の定める保険契約に見直しを行うことにより消滅する場合等を除きます。）または保険契約者の変更等によ

り、本規程適用契約がすべて消滅したとき 

（２）契約者が死亡したとき 

３ 前項にかかわらず、つぎのいずれかに該当する契約者は、お客様番号（お客様ＩＤ）が消滅して以降も契約関係者等と

して本サービスを利用することができます。 

（１）第２条第１項第４号の規定によりログインＩＤとお客様番号（お客様ＩＤ）の紐づけを行った場合 

（２）第７条第１項の規定により契約内容の共有を受けた場合 

４ 第２項に定める場合のほか、契約者が当社が定める方法により申し出たときには、ログインＩＤおよびログインパスワ

ードを用いたログインならびに自動取引サービス等（ただし、他サービスへの連動機能の一部を除きます。）を停止するこ

とができます。なお、この場合でも、当社所定の必要書類を提出のうえ申し出たときには、ログインＩＤおよびログイン

パスワードを用いたログインならびに自動取引サービス等を再開することができます。 

５ 契約関係者（契約者かつ契約関係者である場合を除きます。）は、第７条第５項および第６項の規定により契約内容の共

有が停止されて以降もその他の本サービス利用者として本サービスを利用することができます。 

６ 契約関係者等（契約者かつ契約関係者である場合を除きます。）は、当社の定める方法によりいつでも退会することがで

きます。退会後は、本サービスを利用することはできません。 

７ 前項に定めるほか、一定期間利用がない場合等、当社の定める基準により登録を削除することがあります。 

 

第３章 本サービスの内容 

 

第４条（自動取引サービス） 

１ 契約者は、本規程適用契約について、当社の定める方法により、当社の定める取扱の範囲内で、その適用される約款に

定める取引およびその他当社の定める取引のうち、つぎの各号に定める取引をニッセイマイページ等を通じて行うことが

できます。なお、取引によっては、当社へ事前に連絡すること等を要します。 

（１）保険契約貸付の請求および元利金の返済 

（２）積立配当金、据置支払となった保険金等の支払請求 

（３）年金の種類の変更、年金支払期間の変更、年金の一括支払、年金の請求および第１回年金支払日の変更 

（４）給付金・保険金等の請求 

（５）保険料の払込、保険料払込方法（経路）の変更および指定口座等の変更 

（６）保険金等の受取人の変更 

（７）指定代理請求人の指定、変更指定 

（８）ご契約者サポートサービス規程に定めるご契約者サポートサービスの申込、変更、停止 

（９）指定代理請求人による保険金等の請求に関する特則、リビング・ニーズ特約等の付加 

（10）定期保険等の更新等の手続 

（11）解約、保険金額・年金額・給付金額・給付日額の減額等の請求 

（12）払済保険への変更請求 

（13）特約変更の申込 



 
 

 

 規程－51

お
客
様
Ｉ
Ｄ
規
程
・ 

ロ
グ
イ
ン
Ｉ
Ｄ
利
用
規
程 

（14）その他当社の定める取引 

２ 次条の規定により手数料をいただく場合は、契約者が第１項にもとづいて指定した金額と手数料の金額との合計を取引

金額とします。 

３ 自動取引サービスの支払額の単位、１回あたりおよび１日あたりの支払限度額は当社所定の金額になります。 

４ 自動取引サービスで、当社が契約者に金銭を支払うときは、取引口座に振り込む方法によって行います。振込が不能な

場合は、当社の定める方法によります。 

５ 第１項の取引は、当社の定める取引時間内に限ります。 

６ ニッセイマイページの通信障害またはその他の理由により、自動取引サービスが利用できないときは、請求書等による

方法で、取引を行ってください。 

７ 複数の本規程適用契約がある契約者が、自動取引サービスを利用する場合（当社の定める場合を除きます。）、複数の本

規程適用契約についての取引を同時に行うことができます。 

第５条（手数料） 

本規程に定める取引、その他当社の定める場合について、所定の手数料をいただくことがあります。 

第６条（保険契約貸付についての細則） 

１ 保険契約貸付制度がある保険契約の保険契約者が、普通保険約款または保険契約者に対する貸付に関する特則の規定に

より貸付を受けるときには、普通保険約款または保険契約者に対する貸付に関する特則に定めるほか、つぎのとおり取り

扱います。ただし、予定利率変動型年金保険（無配当H１４）、無配当変額年金保険（Ｈ１３）、変額年金保険（無配当H

１４）、最低死亡保障増加型変額年金保険（無配当H１４）については、普通保険約款に定めるところにより取り扱います。 

（１）貸付金の利息は当社の定める利率により複利で計算し、１年未満の期間についての利息は年365日の日割りで計算し

ます。 

（２）前号の利率は、毎年１月および７月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化その

他相当の事由がある場合に、その利率を変更することがあります。利率を変更する場合は、１月の見直しのときは４月

１日から、７月の見直しのときは10月１日から既貸付および新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。ただし、無

配当年金保険（予定利率変動型）については、５年ごとの契約応当日に予定利率に応じて見直しを行います。この場合、

５年ごとの契約応当日から変更後の利率を適用します。 

（３）本規程適用契約のうち、有配当終身保険（H１１）契約その他当社の定める保険契約（以下「有配当終身保険契約等」

といいます。）についてはつぎのとおり取り扱います。 

（ア）貸付金の元利金は保険契約が有効に継続している間（年金保険の場合は年金開始日前の、保険契約が有効に継続

している間）いつでも、全額または一部を返済することができます。 

（イ）保険契約貸付および普通保険約款に定める保険料の自動振替貸付の貸付金の元利合計額が解約払戻金額をこえた

場合、当社は積立配当金を貸付金の元利金返済にあてることがあります。 

（ウ）貸付金増額の場合、増額部分は既貸付元利金と合算して新しい貸付として取り扱います。 

（エ）利息は、毎年の貸付応当日に元金に繰り入れます。 

２ 本規程適用契約のうち、有配当終身保険契約等について、2022年４月１日以前に保険契約者が、前項第３号（ア）の

規定により貸付金の元利金の一部を返済する方法として、銀行口座振替を選択した場合、保険契約貸付自動返済特約条項

の規定するところにより取り扱います。 

３ 第３条第２項の規定によりお客様番号（お客様ＩＤ）が消滅する場合で、保険契約貸付の残高があるときには、貸付金

の全額が返済されるまで、引き続き第１項の規定が適用されます。 

第７条（契約内容の共有） 

１ 契約者は、当社の定める方法により、契約者が指定した契約関係者に対する契約内容の共有を当社に委託することがで

きます。この場合、当社は、当社所定の番号（以下「招待コード」といいます。）を契約者に対して発行します。契約関係

者が契約内容の共有を受けるにあたって、契約者は契約関係者に招待コードを連絡し、契約関係者はその招待コードを当

社の定める方法によりニッセイマイページに入力することを要します。 

２ 契約者は、契約内容を共有するにあたって、つぎの各号に定める事項について、すべての契約関係者の同意を事前に得

ることを要します。 

（１）当社が契約者からの委託を受け、契約関係者に対して、ニッセイマイページを通じて、第４項に定める情報を表示す

ること 

（２）当社より、契約関係者に対して連絡を行う場合があること 

３ 前２項にかかわらず、つぎの各号に定める場合には契約内容を共有することができません。 

（１）契約関係者が未成年の場合 

（２）同一契約の死亡保険金等の受取人が６人以上登録されている場合の、死亡保険金等の受取人 

（３）その他当社が定める場合 

４ 当社は、契約内容の共有を受けた契約関係者に、当社の定める範囲内で、つぎの各号に定める情報をニッセイマイペー

ジを通じて表示します。 

（１）被保険者、死亡保険金等の受取人、指定代理請求人、後継保険契約者の場合 

当社の定める保険契約のうち、契約者が指定した契約に限り、つぎに定める情報を表示します。 

（ア）保険契約を特定する番号 

（イ）契約日 

（ウ）商品名称 

（エ）保険金額・年金額・給付金額・給付日額 

（オ）保険名称、主契約・特約名称 
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（カ）支払事由 

（キ）保険契約者および契約関係者の名前 

（ク）その他当社が定める情報 

（２）ご契約者サポートサービス規程に定めるご契約者サポートサービスの登録家族の場合 

当社の定める保険契約のうち、契約者が締結しているすべての契約について、前号（ア）から（ク）に定める情報お

よびつぎに定める情報を表示します。 

（ア）契約者が当社に登録している住所 

（イ）契約者が当社に登録している電話番号 

（ウ）その他当社が定める情報 

（３）ご契約者サポートサービス規程に定めるご契約者サポートサービスの登録家族のうち、［家族連絡・代理手続型］の場

合で、かつ保険契約者代理特約にもとづき契約者が代理対象手続きを行なう意思表示が困難であると当社が認めたとき

その他の代理対象手続きを行なうことができない特別な事情があると当社が認めたとき 

当社の定める保険契約のうち、契約者が締結しているすべての契約について、第１号（ア）から（ク）および第２号

（ア）から（ウ）に定める情報およびつぎに定める情報を表示します。なお、契約者から当社の定める方法により請求

がある場合には、これを停止します。 

（ア）保険料金額 

（イ）保険契約貸付金の残高 

（ウ）積立配当金の金額 

（エ）その他当社が定める情報 

５ 契約者は、当社の定める方法により、契約内容の共有を停止することができます。 

６ 前項にかかわらず、つぎの各号に定める場合に、該当する契約関係者への契約内容の共有は停止します。 

（１）保険契約者変更等により、共有を委託していた契約者から他の契約者に変更となった場合 

（２）契約関係者が退会した場合 

（３）死亡保険金等の受取人の変更等により、共有を受けた契約関係者から他の契約関係者に変更となった場合 

（４）死亡保険金等の受取人・指定代理請求人・後継保険契約者・ご契約者サポートサービスの登録家族が改姓した場合 

（５）共有対象契約が消滅した場合 

（６）その他当社の定める場合 

７ 契約関係者のうち、当社の定める保険契約の指定代理請求人およびご契約者サポートサービスの登録家族については、

つぎの各号に定めるとおり取り扱います。 

（１）第１項により契約内容の共有を受ける場合、ご契約者サポートサービス規程等、契約者が同意した契約内容に関する

通知物についての取扱にかかわらず、その契約関係者への通知物の送付の全部または一部を停止します。 

（２）第５項および第６項により契約内容の共有が停止する場合、ご契約者サポートサービス規程等、契約者が同意した契

約内容に関する通知物についての取扱にもとづき、その契約関係者に通知物を送付することがあります。 

８ ご契約者サポートサービスの登録家族が、ご契約者サポートサービス規程により当社が発行した招待コードを用いて契

約内容の共有を受ける場合、その後の取扱は本条の規定を準用します。 

 

第４章 本人認証 

 

第８条（利用時の本人認証） 

１ 本サービス利用者が本サービスを利用する際、当社は、つぎの各号に定めるいずれかの方法で、本人認証を行います。

この場合、本サービス利用者は、当社の求める本人認証に応じる必要があり、また、当社にて正常に本人認証が完了した

場合に限り本サービスを利用することができます。 

（１）当社が定める方法により、本サービス利用者がログインＩＤおよびログインパスワードを当社に送信し、当社が受信

した情報とあらかじめ登録されている情報がそれぞれ一致していることを確認すること 

（２）次条に定める方法により、本サービス利用者が所有する所定の端末上であらかじめ登録した生体情報と一致している

と確認できたことを当社に送信し、当社がその情報を受信すること 

２ 前項にかかわらず、当社が定める取扱の範囲内で、本人認証を省略する場合があります。 

３ 当社は、当社の定める取扱の範囲内で、確認コード送信先に確認コードを送信する場合があります。このとき、本サー

ビス利用者は受信した確認コードを当社の定める方法により入力することを要します。 

４ 契約者が、当社所定の専用端末を使用して、自動取引サービスを利用する場合は、第１項に定める本人認証に代えて、

つぎの各号の全部または一部により本人認証を行なう場合があります。このとき、前項に代えて、当社の定める取扱の範

囲内で、確認コード送信先またはその他の連絡先に確認コードを送信する場合があります。 

（１）お客様番号（お客様ＩＤ）または保険契約を特定する番号 

（２）暗証番号 

（３）その他当社の定める情報 

第９条（生体認証） 

１ 本サービス利用者が、前条第１項第２号の規定により本人認証を行うにあたり、日本生命アプリを本サービス利用者の

端末（生体認証機能が動作可能なものに限ります。以下「端末」といいます。）にインストールする必要があります。なお、

それぞれの生体情報については、本サービス利用者の利用する端末が対応している場合にのみ用いることができます。 

２ 本サービス利用者は、生体認証サービスを利用して取引等を行うにあたり、当社の定める方法により、認証データを登
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録するものとします。ここで、認証データとして登録できるのは、本サービス利用者本人の生体情報のみとし、その他の

者を登録してはならないものとします。なお、生体認証サービスを利用して取引等を行う場合において、生体情報が当社

に伝達されることはなく、また、当社のサーバ等に保管されることもありません。 

３ 本サービス利用者は、当社の定める方法により生体認証サービスの利用を停止することができます。 

４ 本サービス利用者以外の生体情報が、端末の指紋認証機能その他の端末の機能に登録されている場合、生体認証機能は、

端末の指紋認証機能その他の端末の機能に登録された情報を生体認証機能に登録された情報として取り扱う可能性がある

ことから、このような端末を用いて生体認証サービスを利用して取引等が行われた場合、本サービス利用者以外の生体情

報が入力されたにもかかわらず、認証データとの一致が確認されたものとして取り扱われる可能性があります。本サービ

ス利用者は、日本生命アプリをインストールする端末には、当該本サービス利用者以外の生体情報が、端末の指紋認証機

能その他の端末の機能に登録されないよう注意するものとします。本サービス利用者以外の生体情報が端末の指紋認証機

能その他の端末の機能に登録されていることに起因または関連して、本サービス利用者が被る一切の損害について、当社

は責任を負いません。 

 

第５章 その他 

 

第10条（本サービス利用者の義務および責任） 

１ 本サービス利用者は、本サービスを利用するための通信機器やソフトウェア等の利用契約の締結をご自身の費用および

責任において実施するものとします。 

２ 本サービス利用者は、本サービスの利用に際して登録したご自身に関する情報および本サービスの利用のために登録し

たお客様番号（お客様ＩＤ）、契約を特定する番号、初期暗証番号、暗証番号、ログインＩＤ、ログインパスワード、確認

コード送信先および第２条第８項第２号により登録したメールアドレスを自らの責任において厳重に管理しなければなり

ません。当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、これらの漏洩・不正使用により本サービス利用者に生じ

た損害について一切の責任を負いません。 

３ 本サービス利用者は本サービスの利用にあたり、ご自身に関する真実かつ正確なデータを入力してください。登録内容

に変更があった場合、速やかに登録内容の変更を行ってください。 

４ 生体認証サービスを利用する本サービス利用者は、認証データが保存された端末を、責任をもって管理するものとしま

す。 

第11条（禁止事項） 

本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、つぎの各号に該当する行為をしてはならないものとします。 

（１）法令に違反する行為またはそのおそれのある行為 

（２）他の本サービス利用者または第三者等の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または

利益を侵害する行為またはそのおそれのある行為 

（３）他の本サービス利用者の本サービスの利用を妨害する行為またはそのおそれのある行為 

（４）公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為 

（５）反社会的勢力に対する利益供与その他の協力をする行為 

（６）事実に反する情報または事実に反するおそれのある情報を提供する行為 

（７）第三者へのなりすまし行為や意図的に虚偽の情報を送信する行為 

（８）当社業務に支障をきたす行為または迷惑をおよぼす行為 

（９）他の本サービス利用者のログインパスワード等を入手したり、他人にログインパスワード等を開示・提供する行

為 

（10）当社のサーバー等のコンピュータに不正にアクセスする行為や、有害なコンピュータプログラム、有害なメール

等を送信または書込む行為 

（11）本サービスを複製、改変、翻案等し、または他のソフトウェアと結合等する行為 

（12）他の本サービス利用者の個人情報等を無断で収集・蓄積する行為 

（13）本サービスを、本来のサービス提供の目的と実質的に異なる目的で利用する行為 

（14）アプリストアの利用規約およびポリシーに反する行為 

（15）本サービスにおいて当社が提供する一切の情報について、無断で複製、引用、転載または転送等をする行為 

（16）その他、当社、本サービスまたは他の本サービス利用者に不利益を及ぼすと当社が合理的に判断する一切の行為 

第12条（免責） 

１ 当社は、本サービスにおいて当社の定める利用時間内で、信頼できるサービスや情報を本サービス利用者へ提供すべく

努力していますが、つぎの各号について、一切保証しないものとします。本サービス利用者は、本サービスの利用にあた

り、ご自身が本サービスおよび本サービスにおいて提供される情報や本サービスの有用性等を判断し、ご自身の責任でご

利用ください。 

（１）当社が提供するコンテンツ情報、第三者が管理・運営するリンクサイト内に含まれる一切の情報等を含み、提供する

情報について、その正確性、最新性、真実性 

（２）本サービスおよび本サービスを通じて入手できる情報等が本サービス利用者の希望または期待を満たす適切なもので

あること 

（３）本サービスの提供に不具合、エラーまたは障害が生じないこと 

（４）本サービスに関連して送信される電子メール、ウェブコンテンツ等に、コンピュータウィルス等の有害なものが含ま

れていないこと 
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（５）本サービスの存続または同一性が維持されること 

２ 当社は、本サービス利用者が本サービスを利用するにあたり、前項およびつぎの各号の事由を原因として生じた損害に

ついて、当社の責めに帰すべき事由がない限り、一切その責任を負わないものとします。 

（１）本サービスを通じて、提供するコンテンツにより、本サービス利用者に生じた損害 

（２）当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、本サービスの無断改変、本サービスに関するデータへの不正アクセス、

コンピュータウィルスの混入等の不正行為が行われ、これに起因して本サービス利用者に生じた損害 

（３）通信回線やコンピュータの障害等による、当社のサーバーやシステム、本サービスの中断、遅延、中止、データ消失

等により生じた損害 

（４）本サービスで使用する機器に起因して発生した損害 

（５）災害・事変等当社の責めに帰すことのできない事由または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由に起因して発

生した損害 

（６）ログインＩＤ、ログインパスワード、お客様番号（お客様ＩＤ）、保険契約を特定する番号、初期暗証番号および暗証

番号が詐取されたことに起因して発生した損害 

（７）確認コード送信先に送信された情報が詐取されたことに起因して発生した損害 

（８）本サービスを通じて最新の契約内容が共有されることに伴い、保険金・給付金等の支払の事実等を推測されたことに

起因して発生した損害 

３ 本サービスに関して本サービス利用者間、または本サービス利用者と第三者との間で発生した一切のトラブルおよび紛

争については、本サービス利用者の責任において処理および解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負

いません。 

第13条（サービスの変更・中断・終了） 

１ 当社は、本サービス利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を変更、中断、終了することがで

きるものとします。 

２ 本サービスの全部または一部の変更・中断・終了に伴い、本サービス利用者に不利益や損害が発生した場合であっても、

当社の責めに帰すべき事由がない限り、当社は一切の責任を負いません。 

第14条（知的財産権） 

本サービスに関する知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規程にもとづく

本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意

味するものではありません。 

第15条（反社会的勢力の排除） 

１ 本サービス利用者は、当社に対し、ご自身について、つぎの各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわ

たっても確約するものとします。  

（１）暴力団、暴力団員、暴力団関係企業の関係者その他公益に反する行為をなす者（以下「暴力団等反社会的勢力」とい

います。）  

（２）暴力団等反社会的勢力でなくなった日から５年を経過しない者（以下「元暴力団等反社会的勢力」という。）  

（３）暴力団等反社会的勢力または元暴力団等反社会的勢力が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を

支配するもの  

（４）暴力団等反社会的勢力または元暴力団等反社会的勢力をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用す

るもの  

（５）暴力団等反社会的勢力または元暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有するもの  

（６）その他前各号に準ずるもの  

２ 本サービス利用者は、当社に対し、ご自身または第三者を利用してつぎの各号のいずれの行為も行わないことを確約す

るものとします。  

（１）暴力的な行為   

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為  

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為  

（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為  

（５）その他前各号に準ずる行為  

３ 当社は、本サービス利用者が、前２項の表明または確約に反したことが判明した場合には、本規程を、一切の催告を要

せず直ちに解除して本サービスの提供を中止することができます。この場合、当社は、本サービス利用者に対し、その名

目を問わず一切の金員の支払義務を負担しません。 

第16条（権利義務の譲渡禁止） 

本サービス利用者は、本サービスに関する本サービス利用者としての地位および当該地位にもとづく権利義務を、第三

者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。 

第17条（本規程の変更） 

１ 当社は、つぎのいずれかに該当する場合、本サービス利用者の事前の承諾なしに、本規程を変更または廃止することが

できるものとします。この場合、変更日以降は変更後の規程を適用し、廃止日以降は本規程の適用を終了します。 

（１）本サービス利用者の利益に適合するとき 

（２）当社が合理的根拠（本サービスの趣旨や経済情勢等による事業環境の変化等）にもとづき必要と判断したとき 

２  前項の場合、変更（廃止）日まで相当な期間を設けて（前項第１号による変更は除く）、当社は変更内容および変更日（廃

止する場合は廃止日）を当社のインターネットホームページ等で通知します。 

3 当社は、第１項にもとづかずに本規程の変更を行う場合には、変更後の規程の内容について、前項に定める方法により
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周知したうえで、本サービス利用者の同意を得るものとします。本サービス利用者から明示的な同意を得ることができな

い場合であっても、前項に定める方法により周知した後、本サービス利用者が一切の留保なく本サービスを利用した場合

は、本サービス利用者は当該変更後の規程の内容に同意したものとみなします。 

第18条（準拠法） 

本規程は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。 

第19条（裁判管轄） 

本規程および本サービスの利用に関する一切の訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所をも

って第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第20条（個人情報の取扱い） 

１ 当社は、本サービスを通じて、名前やメールアドレス等の連絡先等の情報を取得します。また、本サービスにおける利

用履歴の情報を取得し、本サービスで登録した情報と組み合わせて、個人情報として利用することがあります。 

２ 当社は、本サービスを通じて取得した情報を以下の利用目的に利用します。 

（１）各種保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い 

（２）関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供、契約の維持管理 

（３）当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 

（４）その他保険に関連・付随する業務 

３ 本サービスで取得した情報や利用履歴等の情報をもとに、グループ会社・提携会社を含む保険商品等の各種商品・サー

ビスの案内（日本生命職員等による訪問・電話・メールおよびその他方法による案内を含みます。）をする場合があります。

本サービスにおける利用履歴等の情報を分析して、新商品・サービスに関する広告のために利用する場合があります。 

４ 本サービス利用者からご自身に関する個人情報の開示・訂正等の依頼があった場合は、ご本人であることを確認のうえ

で、特別の理由がない限り速やかに対応します。 

（詳しくは、当社ホームページ「開示等請求手続きについて」（https://www.nissay.co.jp/info/kojinjoho/kaijiseiky

u.html）をご覧ください。） 

なお、個人情報保護法その他の法令により、当社が訂正等または利用の停止等の義務を負わない場合、本条の定めは適

用されません。 

第21条（被保険者・受取人・指定代理請求人・後継保険契約者への情報提供） 

当社は、保険契約の継続・維持管理、保険金・給付金等の支払いを目的に、契約者を同一とする全ての保険契約の契約

内容や契約状態等の情報を、契約者を同一とする全ての保険契約の被保険者・受取人・指定代理請求人・後継保険契約者

に提供する場合があります。 

第22条（裏書の省略） 

本規程適用契約のうち、有配当終身保険契約等について、保険金額の増額、特約の途中付加その他の契約内容の諸変更

を行った場合には、保険証券への裏書を省略することがあります。 

第23条（経過措置）  

１ 「お客様ＩＤ規程」によりお客様番号（お客様ＩＤ）の発行を受け暗証番号を登録した契約者が、ログインＩＤ、ログ

インパスワードおよび確認コード送信先の登録を実施する場合、第２条第１項の規定を準用します。ログインＩＤ、ログ

インパスワードおよび確認コード送信先を登録して以降は「お客様ＩＤ規程」に代えて本規程を適用します。 

２ 2010年４月１日以前に締結された保険契約のうち、ニッセイ保険口座の開設により、当社の定める保険料割引制度が

適用されている契約については、2010年４月２日以降も、当社の定める方法により、保険料の割引を継続することがあ

ります。 

３ 「お客様ＩＤ規程」が適用された契約者が、2024年10月２日以降に新たに当社と保険契約を締結する際に、本規程を

締結した場合、2025年３月31日まではログインＩＤ、ログインパスワードおよび確認コード送信先を登録せずに、本サ

ービスの一部を利用することができます。この場合、「お客様ＩＤ規程」第３条および第12条の規定を適用します。 

４ 第１項または第３項の場合で、保険契約貸付の残高があるときには、貸付金の全額が返済されるまで、第６条の規定を

引き続き適用します。 
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